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令和３年第３回つがる市議会定例会会議録 

  

議事日程（第１号） 

 令和 ３年 ９月 ２日（木曜日）午前１０時開会、開議 

１ 開会、開議宣告 

１ 議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 議案第60号 令和３年度つがる市一般会計補正予算（第４号）案 

     議案第61号 令和３年度つがる市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案 

     議案第62号 令和３年度つがる市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）案 

     議案第63号 令和３年度つがる市介護保険特別会計補正予算（第２号）案 

     議案第64号 令和３年度つがる市下水道事業会計補正予算（第２号）案 

     議案第65号 令和２年度つがる市一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件 

     議案第66号 令和２年度つがる市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件 

     議案第67号 令和２年度つがる市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの 

           件 

     議案第68号 令和２年度つがる市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件 

     議案第69号 令和２年度つがる市下水道事業会計決算の認定を求めるの件 

     議案第70号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件 

          （つがる市個人情報保護条例の一部を改正する条例） 

     議案第71号 つがる市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例を廃止する条 

           例案 

     議案第72号 つがる市産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例案 

     議案第73号 つがる市営屏風山牧野条例の一部を改正する条例案 

     諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるの件 

                                            

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 
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出席議員（１８名） 

 １番  秋田谷 建 幸   ２番  齊 藤   渡   ３番  田 中   透 

 ４番  小笠原   忍   ５番  佐々木 敬 藏   ６番  長谷川 榮 子 

 ７番  成 田   博   ８番  木 村 良 博   ９番  佐 藤 孝 志 

 10番  野 呂   司   11番  天 坂 昭 市   12番  成 田 克 子 

 13番  佐々木 直 光   14番  佐々木 慶 和   15番  平 川   豊 

 16番  伊 藤 良 二   17番  山 本 清 秋   18番  髙 橋 作 藏 

 

欠席議員（なし） 
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地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名 

   市     長      倉 光 弘 昭 

   副  市  長      今   正 行 

   教  育  長       西  輔 

   選挙管理委員会委員長   成 田 照 男 

   農業委員会会長      山 本 康 樹 

   監 査 委 員      台丸谷   績 

   総 務 部 長      長 内 信 行 

   財 政 部 長      小 倉 浩 久 

   民 生 部 長      成 田 毅 彦 

   福 祉 部 長      高 橋 一 也 

   経 済 部 長      清 野 幸 喜 

   建 設 部 長      工 藤 一 志 

   会 計 管 理 者      山 﨑 和 人 

   教 育 部 長      坂 本 潤 一 

   消  防  長      山 崎 義 信 

   選挙管理委員会事務局長  三 上 雅 弘 

   農業委員会事務局長    吉 田 真 也 

   監査委員事務局長     加 藤 武 彦 

   総 務 課 長      平 田 光 世 

   財 政 課 長      鳴 海 義 仁 

   市 民 課 長      川 村 博 文 

   福 祉 課 長      嶋     昂 

   土 木 課 長      小笠原 康 人 

   教育総務課長      粕 谷 竜 一 

   消防本部総務課長     竹 内 攻 規 

 

職務のため議場に出席した者の職氏名 

   事 務 局 長      工 藤 睦 郎 

   事 務 局 次 長      蝦 名 宏 泰 

   議 事 係 長      福 士 寿 幸 

   事 務 局 主 幹      野 村 麻 子 
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      ◎開会、開議宣告 

〇議長（野呂 司君） おはようございます。ただいまの出席議員数は18名です。定足数に達してい

ますので、令和３年第３回つがる市議会定例会を開会します。 

  それでは、会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                            

      ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（野呂 司君） 本日の議事日程は、お手元に配付した日程のとおりであります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  今定例会の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、８番、木村良博議員、９番、佐藤

孝志議員を指名します。 

                                            

      ◎会期の決定 

〇議長（野呂 司君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。今定例会の会期は、お手元に配付の会期予定表のとおり、本日から９月17日まで

の16日間にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、会期は本日から９月17日までの16日間とすることに決定

しました。 

                                            

      ◎諸般の報告 

〇議長（野呂 司君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  地方自治法第121条第１項の規定に基づく今定例会の説明員については、お手元に配付の名簿のと

おりであります。 

  次に、市長から報告第７号 令和２年度つがる市健全化判断比率及び資金不足比率の状況につい

て及び報告第８号 令和２年度つがる市継続費精算報告書並びに報告第９号 専決処分した事項の

報告の件、以上報告３件について、監査委員からは例月出納検査の令和２年度の４月と５月分、令

和３年度の４月から６月分の報告書について、教育委員会からは令和２年度分の教育委員会事務の

点検及び評価報告書について提出があり、それぞれ写しを配付しております。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

                                            

      ◎議案第６０号～議案第７３号、諮問第３号の上程、提案理由の説明 
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〇議長（野呂 司君） 日程第４、議案第60号から議案第73号まで並びに諮問第３号の計15件を一括

議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  倉光市長。 

            〔市長 倉光弘昭君登壇〕 

〇市長（倉光弘昭君） おはようございます。本日ここに、令和３年第３回つがる市議会定例会の開

会に当たり、上程されました議案について、その概要をご説明申し上げ、ご審議の参考に供したい

と思います。 

  議案説明の前に、ゼロカーボンシティ宣言、このことについて少しご説明させていただきたいと

思います。近年、世界各地で地球温暖化が要因と見られる気候変動の進行により、自然災害が頻繁

化、激甚化しております。 

  2015年に合意されたパリ協定では、産業革命前からの平均気温上昇の幅を２度未満とする、この

目標が国際的に共有され、2018年には国連の気候変動に関する政府間パネル、いわゆるＩＰＣＣの

特別報告書において、気温上昇を２度よりリスクの低い1.5度に抑えるためには2050年までにＣＯ２

の実質排出量をゼロにすることが必要とされました。 

  また、令和２年10月、政府が2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指すことを表明しまし

た。 

  本市においても、第２次総合計画後期基本計画の中のやすらぎと安心のあるまちづくりのため、

主要施策に自然と共生する生活環境の整備を掲げ、良好な風況や太陽光など、再生可能エネルギー

の活用を推進し、二酸化炭素排出削減を図ることとしております。 

  そして、市民、事業者との協働により地球温暖化対策を進め、2050年までに二酸化炭素排出量実

質ゼロを目指すことをここに宣言いたしたく存じます。 

  議員各位並びに市民の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

  それでは、本定例会に提出いたしました予算案５件、決算５件、条例案４件、諮問１件の合わせ

て15件についてご説明申し上げます。 

  まず、予算案についてご説明申し上げます。 

  議案第60号「令和３年度つがる市一般会計補正予算（第４号）案」は、当初予算に見込めなかっ

た経費、緊急を要する経費などについて、所要の予算措置を講ずることとしたものであります。 

  その結果、一般会計の予算規模は、既決予算に５億6,536万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を242億9,275万4,000円とするものであります。 

  それでは、歳出に計上された主なるものについて、款を追ってご説明申し上げます。 

  総務費においては、財政管理費について、令和２年度の決算剰余金などを踏まえ、減債基金に３

億135万円を追加計上いたしました。 
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  企画費については、再生可能エネルギー導入目標策定業務として、1,000万円を新たに計上いたし

ました。この業務は、2050年までの脱炭素社会を見据え、鰺ヶ沢町、深浦町と共同で再生可能エネ

ルギーをどれぐらい導入し、有効活用するかについての目標を２年間で策定するものであり、冒頭

で申し上げましたゼロカーボンシティ宣言、これに関連する予算となっております。 

  民生費においては、認定こども園等整備事業費補助金の追加、事業費確定に伴う各種返還金等を

追加計上いたしました。 

  衛生費においては、新型コロナウイルスワクチン接種事業費に所要の経費を追加計上いたしまし

た。 

  農業費においては、経営継承・発展支援事業補助金として800万円を新たに計上いたしました。 

  土木費においては、道路維持工事費に5,000万円を追加計上したほか、蓮花田橋の落下に伴う予算

の組替えをいたしました。 

  次に、歳入予算についてご説明申し上げます。 

  補正予算の主なる財源といたしましては、普通交付税の交付額が確定したことから、５億6,637万

5,000円を計上したほか、令和２年度決算に基づく繰越金４億8,346万6,000円を追加計上いたしまし

た。 

  また、当初予算で見込んでいた減債基金からの３億7,000万円の繰入金を全額減額いたしました。 

  財源調整は、財政調整基金からの繰入金の減額により行いました。 

  議案第61号から議案第64号までの令和３年度の各特別会計等の補正予算案４件につきましては、

ご審議の際に詳細なご説明を申し上げます。 

  次に、決算についてご説明申し上げます。 

  決算の認定については、議案第65号から議案第69号までの５件を提案しております。 

  令和２年度つがる市一般会計及び特別会計の決算が確定しましたので、地方自治法の規定に基づ

き、監査委員の意見並びに関係書類を付して認定を求めるものであり、いずれの会計におきまして

も、実質収支の黒字を確保したものとなっております。 

  次に、条例案についてご説明申し上げます。 

  議案第70号、専決処分した「つがる市個人情報保護条例の一部を改正する条例」は、情報提供ネ

ットワークシステムの所管がデジタル庁に変更されることに伴い、所要の改正をするものでありま

す。 

  本改正条例は、早急に措置する必要がありましたが、議会を招集する時間的余裕がないため、地

方自治法第179条第１項の規定に基づき、本職において専決処分したものであります。 

  議案第71号「つがる市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例を廃止する条例案」

は、過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月31日をもって失効したことに伴い、同法に基づき

制定されていた本条例を廃止するものであります。 
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  議案第72号「つがる市産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例案」は、令

和３年４月１日に施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、過疎地域

内の産業振興を効果的に推進するため、新たに定めるものであります。 

  議案第73号「つがる市営屏風山牧野条例の一部を改正する条例案」は、家畜保護施設の完成に伴

う使用料を定めるほか、所要の改正をするものであります。 

  最後に、諮問についてご説明申し上げます。 

  諮問第３号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めるの件」は、任期途中で辞任した委員の後任

として、近藤節子氏を新たに推薦いたしたく、意見を求めるため諮問するものであります。 

  以上をもちまして、提出議案の概要についてご説明申し上げましたが、議事の進行に伴い、ご質

問に応じ、本職をはじめ関係者から詳細にご説明申し上げたいと思います。 

  何とぞ慎重にご審議の上、原案どおりご承認、御議決、ご同意を賜りますようお願い申し上げ、

提出議案の説明といたします。よろしくお願いします。 

〇議長（野呂 司君） 提案理由の説明が終わりました。 

                                            

      ◎散会の宣告 

〇議長（野呂 司君） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

  明日３日金曜日は議案熟考のため休会となります。６日月曜日は午前10時から会議を開きます。 

  本日はこれにて散会します。 

                                   （午前１０時１５分） 



第 ２ 号

令和３年９月 ６ 日（月曜日）
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      ◎開議宣告 

〇議長（野呂 司君） おはようございます。ただいまの出席議員数は18名です。定足数に達してい

ますので、これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                            

      ◎一般質問 

〇議長（野呂 司君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

  日程第１、一般質問を行います。 

  なお、質問時間は答弁を含めて１時間以内であります。 

                                            

          ◇  成  田  克  子  君 

〇議長（野呂 司君） それでは、通告順に質問を許可します。 

  第１席、12番、成田克子議員の質問を許可します。 

  成田克子議員。 

            〔12番 成田克子君登壇〕 

〇12番（成田克子君） 皆様、おはようございます。第１席を賜りました五和会の成田克子でござい

ます。 

  近年、全国各地で自然災害が発生し、甚大な被害をもたらしております。本県むつ市でも８月11日、

台風９号の影響で土砂崩れや橋の崩落等、大被害を受けましたが、幸いなことに早めの避難行動で

人的被害はなく、むつ市民の防災意識の高さをかいま見たような気がいたしました。今後の台風の

発生で、収穫時期を迎えている本市のリンゴや農作物への被害がないように願うばかりでございま

す。 

  それでは、質問に入らせていただきます。初めに、ワクチン接種券発行についてですが、先般接

種券を待っていても送られてこないとの問合せがあり、調査していただいた結果、発送漏れである

ことが判明し、早急に対応していただきました。担当部局でも初めての作業で多忙を極めていると

察するところでございますが、まだほかにも発送漏れがないかと気にかけております。そこで、ホ

ームページ等で市民に呼びかけてはどうかと考えてございますが、いかがなものでしょうか。また、

分かっている年代別の接種率をお知らせください。 

  次に、ワクチンの先行接種についてですが、広報つがる７月号で先行接種される方々が発表され

ましたが、小中学校の教員、保育園の保育士、幼稚園の教諭とありますが、これでは先生方以外の

職員は対象外と読み取れます。子供たちと接点があるのは、先生方だけでなく、そこで働いている

職員も子供たちの成長を見守りつつ接する機会もあり、教職員とすれば職員も一緒に先行接種がで
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きて安心な体制が維持されると考えますが、この点についてお伺いいたします。 

  また、本市在住の高校の教職員と本市にある高校の教職員には一切触れておりませんが、先行接

種の該当者と考えますが、この点についてもお伺いいたします。 

  次に、ワクチンの有効活用についてお伺いいたします。接種会場においてキャンセルが生じた場

合、どのように対処されているのか。また、やむを得ず廃棄処分されたコロナワクチンの有無につ

いてもお伺いいたします。 

  これで１回目の質問を終わります。 

〇議長（野呂 司君） 答弁を求めます。 

  倉光市長。 

            〔市長 倉光弘昭君登壇〕 

〇市長（倉光弘昭君） おはようございます。成田克子議員の新型コロナウイルスワクチンの接種の

質問の中で、接種券の発送状況どうなっているのだと、漏れがあるとかいろいろありますけれども、

このことについて答弁申し上げます。 

  ご存じのとおり、新型コロナウイルスの感染症については、国が緊急事態宣言あるいはまん延防

止対策、それになおかつ県も緊急対策を発表しました。この間患者が急増しまして、新聞の報道に

はないのですけれども、五所川原管内というところもかなり発症しまして、病床の使用率も今ぐん

と高まっていると、80％を超えているというような非常に深刻な状況になっていることはご承知の

とおりだと思います。 

  このつがる市の中で何人あるいはどこの誰がというのは、県の取決めで詳しいことはやはり入っ

てこないのですが、それでもつがる市の中でもやはり発症している人は少なからずいるのだという

ことで、これまで様々コロナワクチンの接種以外にも対策を講じてきたというふうに考えていると

ころです。 

  なおかつ、今県の緊急対策が発表されて、つがる市は県と行動を共にするということで、その日

のうちに対策本部を開いて、公共施設の使用中止であるとか、いち早く決定して、その日のうちに

ホームページに載せたつもりでございます。そういうことをいかに多くやっても、結局は個人個人

がかからないように、感染しないように、これが一番大きいことではあるのですが、現状で今一番

効果があると思われているのがやはりワクチン接種ですので、そのワクチン接種の接種券を発送漏

れするということはあってはならないことだと思っています。しかしながら、今現在、後ほど担当

部にも答弁させますけれども、忙しいのは分かるのですが、やはり一丁目一番地の接種券を間違い

なく各個人に届けるということを一層チェックしながら、そしてまた発送の経緯、結果、これも議

員ご指摘のとおりホームページであり、広報であり、様々な広報手段を通じて市民の皆様にお知ら

せしていきたいと思っているところであります。そういう様々な不手際の際には、やはり議員の皆

様に第一報が行くと思います。どうなっているのだと、来ていないということがあれば、即座に、
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ご手数ですが、担当部のほうにご連絡いただいて、どうなっているのだということを調査するよう

にご指導いただければありがたいと思っています。 

  ほかの質問については、データ的なものについては担当部のほうに説明させますので、よろしく

お願いします。 

〇議長（野呂 司君） 福祉部長。 

〇福祉部長（高橋一也君） 改めまして、おはようございます。私からは、最初に成田克子議員の１

点目の質問の年代別の接種率についてお答えします。 

  ８月20日現在の各年代別の人口に対する接種率でございます。65歳以上の方の１回目終了者が

80.8％、２回目終了者が75.8％、60歳から64歳は１回目終了者が28.7％、２回目終了者が9.4％、50歳

代は１回目終了者が16.7％、２回目終了者が9.6％となっております。なお、基礎疾患を有する方の

接種申込み者数は800人程度となっております。40歳代以下の方については、接種申込みの受付が始

まって間もないことから、接種の実績が現在ございません。ワクチン接種が可能な12歳以上の方、

全部で２万9,190人ほどいるのですけれども、この方たちに対する接種率でございますが、８月20日

現在で１回目接種者が42.2％、２回目接種者36.8％、接種済みの方も含めた接種予約総数、ワクチ

ンを接種したいという希望者の数でございますが、２万1,840人、74.8％となってございます。 

  次に、ワクチン接種についての２点目、ワクチン接種の先行接種についての質問にお答えします。

小中学校や保育園等の先行接種については、市広報には議員ご質問のとおり対象を教員、保育士及

び教諭と限定した表現で周知しているところでございますが、実際の接種時には事務従事者や運転

手、調理員など接種希望者全員を対象に実施しているものであります。ワクチンの接種は、学校、

福祉施設等の事業所の全職員が接種することにより、議員ご案内のとおり安全な体制が維持されま

すので、学校や施設等に確認し、従事者全員が接種するよう対応してまいります。 

  次に、本市に在住する高等学校教職員等へのワクチン接種についてでございますが、現在実施し

ております小中学校等への先行接種を検討していた時期と国におけるワクチン不足が問題となった

時期が重なったことによりまして、本市へのその時点でのワクチンの配分不足が見込まれましたこ

とから、その時点における優先順位により高等学校教職員等を対象から外したものでございます。

そのため、高等学校教職員のワクチン接種については今後検討させていただきます。 

  続いて、３点目の質問のワクチンの有効活用についてお答えします。キャンセルが生じた場合の

ワクチンの取扱いについては、接種対象を、１番目が接種業務に関わる医療従事者、２番目が高齢

者等介護事業所従事者、３番目が接種業務に従事する市職員の順番で調整を図り、対応してきたも

のでございますが、８月からは対象となる今申し述べた従事者等への接種と併せ、キャンセル待ち

登録を実施し、対応しております。内容は、接種当日にキャンセルが出た場合、登録者へ連絡し、

指定時間内に接種会場へ来ることができる方への接種を実施しております。 

  また、やむを得ず廃棄処分されたワクチンでございますが、現在までに７回分が廃棄となってお
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ります。当日キャンセル分への接種者が見つからなかったことなどによるものでございます。 

  以上でございます。 

〇議長（野呂 司君） 成田議員。 

〇12番（成田克子君） ただいまは、詳細なご答弁ありがとうございました。再質問に入らせていた

だきます。 

  ワクチン接種については、早期に多数の方が接種することにより、その効果も高まると思われ、

既に２回目の接種も終了した市町村もあるようですが、人口規模やマンパワーの相違など一概にそ

の速さを比較できるものではありませんが、本市は順調に進行していると思っております。本市で

は、４月の高齢者施設の入居者への接種から始まり、高齢者や基礎疾患のある人、各種年代ごとの

市民への接種など、現在も継続中でございますが、本市の２回目のワクチン接種の終了時期をいつ

頃に想定しているのかお伺いいたします。 

  次に、新型コロナウイルス感染症ワクチンの３回接種した人は、体内に入ってきたウイルスや細

菌を排除し、感染を防ぐ作用のある抗体、中和抗体値の値が５倍から10倍に増えたとの臨床試験の

結果の報道がございました。国においても、その高い有効性を確認し、３回目のワクチン接種を検

討している旨の報道もありました。そこで、本市では現在１回目もしくは２回目のワクチン接種に

市長をはじめ担当部局において総力を挙げて取り組んでおられることは重々承知しておりますが、

この３回目のワクチンについて接種を考えているのかどうか、接種するのかについてお伺いいたし

ます。ご答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長（野呂 司君） 福祉部長。 

〇福祉部長（高橋一也君） 本市の２回目のワクチン接種終了予定時期と３回目の接種は考えている

のかという質問でございますけれども、答弁させていただきます。 

  本市の２回目のワクチンの接種終了予定でございますが、現在の計画では12月中旬を予定してお

ります。これは、接種率を95％を超える高く設定した上での計画でありますので、実際の接種率が

この見込みより低い場合は、国が目指している11月末までの接種完了と同様の時期になると想定し

ております。ワクチンの接種については、今後も希望する方へ少しでも早く接種できるよう工夫し、

また多くの市民が接種するよう努めてまいります。 

  次に、３回目の接種は考えているのかとの質問でございますが、国では医療従事者に10月か11月、

高齢者には来年の１月か２月に３回目の接種を始めるとの見通しを示しておりますけれども、３回

目の接種がコロナウイルス感染症の予防には非常に効果が高いものであると認識はしております。

詳細な情報が現時点において届いていない状態でありますので、具体的なことについては現在まだ

検討には至ってございませんけれども、３回目のワクチン接種が可能となった場合は、その接種方

法などについて担当部署で早い段階から検討いたしまして、市民が早期に接種できるよう準備して

まいります。 
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  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 成田議員。 

〇12番（成田克子君） ご答弁ありがとうございました。 

  最後になります。ただいまご答弁をいただいた３回目のワクチン接種については白紙のようでご

ざいますが、マスコミ等でも取り沙汰されており、市民の皆様も関心を寄せている問題でございま

すので、よろしくお願いいたします。 

  本市のこれまでの新型コロナウイルス感染症への対応については、ワクチン接種をはじめ経済的

対策など、あらゆる分野にわたっておりますが、本市の行っている対策は近隣の市町村よりも先ん

じて市民本位の充実した施策を実践していると感じております。特にワクチン接種の担当部局にお

かれましては、これまで全く経験のない初めての作業に取り組まれているにもかかわらず、先日新

聞等でも報道されておりました高校生への先行接種については、ちょうどこれから受験や就職試験

などで県外に出かける機会がある高校生にとってはワクチン接種を受けているかどうかは大変重要

であり、先行接種の実施は高校生のニーズに合った対応で大変感謝しているところでございます。

現状においては、このコロナウイルスの問題が解決しなければ、市長の掲げるふるさと再構築もス

ムーズに進行していかないことも想定されますが、既にこれまで市長の施策は大いに評価されてご

ざいます。長丁場の様相も心配されるところでございますが、担当部局におかれましてはくれぐれ

もご健康にご留意していただきたくお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

〇議長（野呂 司君） 以上で成田克子議員の質問を終わります。 

                                            

          ◇  長 谷 川  榮  子  君 

〇議長（野呂 司君） 第２席、６番、長谷川榮子議員の質問を許可します。 

  長谷川榮子議員。 

            〔６番 長谷川榮子君登壇〕 

〇６番（長谷川榮子君） 皆様、改めて、おはようございます。通告の第２席を賜りました五和会の

長谷川榮子でございます。今回は２点ほど通告しておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

  それでは、早速質問に入らせていただきます。世界文化遺産登録について。１点目、遺跡へのア

クセスについて。皆様ご存じのように、多くの関係者の方々の長い間の努力が実りまして、このた

び当市の亀ヶ岡、田小屋野貝塚が世界遺産の登録を受けました。本当にうれしいことです。このコ

ロナがなかったら、今日あたりも現地は見学する人たちでにぎわっていたかと思いますと、本当に

何とも悔しいというか、残念な思いでいっぱいです。 

  私は、登録を受けてから10日ほどたった頃に現地を訪れてみました。お昼時間ちょっと前の時間
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帯でしたが、駐車場にはやはりいつもより車が多かったです。十五、六台の自家用車がおりました。

ナンバーを見ると、青森ナンバーが大半でしたけれども、その中に八戸ナンバー、弘前ナンバーも

ありました。遠くは千葉ナンバーが１台、秋田ナンバーもありました。「ああ、世界遺産登録とは

こういうことなんだ、随分遠くのほうからもおいでくださっているんだ」、そう思うと、これから

先のことを考えると期待で胸がいっぱいになりました。そのときに現地のボランティアガイドさん

がこんなことをおっしゃっておりました。「いやあ、ここに来るまで、やっと来た。車にナビをつ

けておけばよかった。来る途中、標識がなくって、聞きたくてもコンビニもないし、あまり人々が

いなくて苦労してやっと来た」、そういうお声がたびたび聞かれたのだそうです。私は、はっと思

いまして、ずっと市内を巡ってみました。私は、現地に行くのにメロンロードが一番便利なのです。

そのメロンロードの始点から終点まで走ってみましたが、１か所も道路標識がないのです。車力の

ほうから、また稲垣のほうから、国道101号線、五所川原からつがる市に入るわけなのですが、入っ

てもやっぱり世界遺産登録の亀ヶ岡遺跡、標識が本当にないのです。よほど気をつけなければ標識

は見つけることができませんでした。そういうことで、今回この質問に入ったわけです。 

  そこで、１点目の質問ですが、現地までの詳細な案内板を設置できないものでしょうか。あわせ

て、遺跡への案内所の設置は考えているのかお伺いいたします。 

  ２点目は、ゆるキャラを活用したＰＲ活動について。つがる市には、つがーるちゃんというかわ

いいゆるキャラがありまして、子供たちに大変人気があります。今回の世界文化遺産登録で亀ヶ岡

のしゃこちゃん土偶が改めて注目されているわけです。つがーるちゃんと、この亀ヶ岡土偶を活用

したゆるキャラ、並べてみると対照的な感じで、私はつがる市をＰＲする格好の材料になるのでは

ないか、そう考えまして、今回この質問です。そのお考えをお聞かせください。よろしくお願いし

ます。 

〇議長（野呂 司君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

〇教育部長（坂本潤一君） 皆様、おはようございます。私のほうから、まず長谷川榮子議員からの

１番目、遺跡へのアクセスについてのご質問の①、現地までの詳細な案内板を設置できないものか

とのご質問についてお答えいたします。 

  現在、議員ご指摘のとおり、市内及びその周辺には史跡への案内看板はほとんど設置されていな

いというのが状況でございます。現状といたしましては、県が設置した中型の観光用の案内看板が

４基ほど設置されてございまして、設置場所といたしましては国道101号、柏広須地区に亀ヶ岡遺跡

埋没林と案内された看板が１か所、県道弘前柏線、これも柏広須地区に同じく亀ヶ岡遺跡埋没林と

案内された看板が１か所設置されております。次に、木造管内でございますけれども、県道菰槌木

造線、この下木造地内の井関農機さんのあるＹ字路のところに亀ヶ岡遺跡、平滝沼公園、縄文館と

案内された看板が１か所設置されております。最後の４か所目ですけれども、木造菰槌の旧県道に
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設置されておりまして、案内としてはちょっと不十分な状況となっております。また、どの看板に

つきましても、もちろん世界遺産といった表記はされていない状況にありますことから、現状とし

て観光客の方や世界遺産を求めて訪れる方には不十分な状況となっております。 

  今後は、議員ご指摘のとおり、本市の世界遺産をより多くの方に訪れていただくため、高速道路

からの順路はもちろんでございますけれども、今回の世界遺産登録の構成資産、この構成資産巡り

にも対応できますよう、弘前方面や鰺ケ沢方面、また外ケ浜方面、車力側からの来訪者にも対応し、

さらには主要な幹線道路であるメロンロードからの順路などにも対応するなど、広範囲での設置を

計画し、来年度においてより充実した案内看板の設置ができますよう関係機関と協議、調整してま

いります。 

  次に、②の遺跡への案内所の設置は考えているのかとのご質問についてでございますけれども、

遺跡への案内所の設置について、単独での案内所の設置は、現地にあります遺跡案内所以外は考え

てはいないところでございますけれども、市内の各施設に遺跡に関係するマップ、パンフレットな

どを設置し、来訪者の利便向上及び周知に努めてまいりたいと考えておりまして、既に設置されて

いる施設もございます。現在、この遺跡資料館周遊マップやリーフレットを設置している施設は、

木造駅舎内にございます観光案内所、縄文住居展示資料館カルコ、木造亀ヶ岡考古資料室として遺

跡現地の案内所となってございます。今後、他施設においても設置していきたい、このように考え

てございます。 

  私からは以上です。 

〇議長（野呂 司君） 総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） ２点目のご質問の遮光器土偶のゆるキャラを作成してＰＲ活動してみて

はとのご質問にお答えします。 

  亀ヶ岡遺跡、田小屋野貝塚を含む北海道・北東北縄文遺跡群が世界文化遺産に登録されたことか

ら、ＰＲ、情報発信することは、世界遺産を含めてつがる市、本市を知っていただくためにとても

重要なことと認識しております。現在は、市の観光物産協会においては、亀ヶ岡遺跡から出土した

遮光器土偶、いわゆるしゃこちゃんをモチーフにしたストラップやマスク、ポロシャツ等の販売や、

木造高校の生徒が考案したキャラクターの缶バッジの製作、販売を行うなど、新しいキャラクター

製品が作成されてきているところでございます。 

  ご質問の遮光器土偶のゆるキャラを作成し、このゆるキャラというのはいわゆる着ぐるみのこと

だと思うのですけれども、これを利用して遺産登録を契機にＰＲ活動の柱にしてはとのご提案でご

ざいますが、今現在本市ではつがーるちゃんのキャラクターと、その着ぐるみのゆるキャラを活用

して様々なＰＲ活動を行っておりますので、ご提案の遮光器土偶のゆるキャラの着ぐるみ、これを

作成した場合の活用方法などは総合的に検証した上で判断していきたいと考えております。現状で

は、遮光器土偶のキャラクター、土偶のキャラクターを確立させ、それを活用した紙媒体や商品、
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またホームページなどにＩＴ、情報技術を利用して本市の情報発信を継続しながら充実させるとと

もに、構成自治体や関係機関と連携を図った上でＰＲ活動の充実に努めていきたいと考えておりま

す。 

〇議長（野呂 司君） 長谷川議員。 

〇６番（長谷川榮子君） 教育部長、通告してから教育部長も現地を中心に市内の道路を回って、標

識がないということを認識されたみたいですけれども、私はちょっと取組が遅いというか、何か一

生懸命やっているという熱意というか、それがいまいち私のところに伝わってこないのですよ。も

っともっと早くから、世界遺産登録に向けて手を挙げた頃からマスコミなどが取り上げているわけ

で、前から比べたら今ばかりではなくて、その頃からお客さんが増えているわけなのです。そうい

う人たちのことを考えたら、最低限この道路標識、また看板などはもっと早くに取り組むべきでは

ないかなと感じているところです。でも、今回非常に一生懸命やる、県道と国道が主なるルートに

なるわけなのですけれども、それは県と国との関係もあるので、ちょっと時間がかかるかも分かり

ませんけれども、最低限メロンロードとか、それからルートがいっぱいあるのですけれども、この

ルートは来るお客さんが多いのではないかな、そう思われるところを検討されていると思いますが、

その部分だけでも早く取り組んでいただきたいと思います。きっとやってくださるものと思って期

待をしておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

  それから、観光案内板なのですけれども、これもやっぱり少ないですよね。私昨日現地に行って

みました。コロナで閉館中ということでしたけれども、にもかかわらず二、三人の方がおいでにな

って、案内所が閉鎖されているというその看板を見てがっかりしておりました。でも、あのしゃこ

ちゃんの土偶をバックに記念写真を写されておりまして、ああ、本当に遠くからおいでくださって

ということで、しばらくお話をして帰っていただきました。そうしたら、その人たちもコロナの関

係で行くところがないので、どうしようかと迷っていましたので、もしかしたらこういう公共施設

は、青森県もコロナの患者が多いもので、ほとんど閉館されていると思うので、自然のところでし

たらいいのではないかなということで、千畳敷とか十二湖、青池方面をお勧めしたら、そちらに向

かわれるということでした。そのときもやっぱり道順を聞かれたのです。十二湖方面を勧めたので、

メロンロードを行かれるのが一番いいということで、持っていた紙にちょこっとした地図を描いて

差し上げましたけれども、いずれにせよこれからマップ、それから観光パンフレット、その製作に

かかるということですけれども、分かりやすい、眼鏡をかけてもかけなくても見られるような大き

な字で製作していただきたいとお願いします。 

  その次に、観光案内所の設置でございますけれども、これはとても大事なことだと思うのです。

現地に１か所ということですけれども、私は現地１か所では足りないのではないかなと思うのです。

例えば鶴田の道の駅、あそこは木の橋の宣伝ということで鶴田の道の駅に観光案内所を設けており

ます。昨日日曜日ということもありまして、私ぐるっと回ったのですけれども、森田の道の駅は大
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変にぎわっておりました。やっぱり森田の道の駅にも観光案内所欲しいなと思います。中に入って

みましたら、道の駅巡りのラリーのスタンプを押すのが今はやっているのです。ところが、森田の

道の駅のスタンプの置き場所が奥まったトイレのほうにありまして、あれでは初めておいでになっ

た人が分かりにくいです。観光案内所というのは、入ったらぱっと目につくようなところ、そうい

うところでなければいけないと思いますので、これの対応等もお願いしたいと思います。 

  それから、これからマップ、それからパンフレットなどを各施設に置かれるということですけれ

ども、市内ばかりでなくて、昨日鰺ケ沢方面に行きましたら、海の駅が森田の道の駅よりもにぎわ

っているのです。県外ナンバーが結構おりました。近場でこういうところがあるのだから、やっぱ

り近隣の市町村にもお願いをして、特に五能線、木造の駅はリゾートしらかみで降りられるお客さ

んが少ないです。だけれども、鰺ケ沢、五所川原はリゾートしらかみを利用される方がおりますの

で、そういうところの対応もお願いできないものかと思いますが、それお願いします。 

〇議長（野呂 司君） 教育部長。 

〇教育部長（坂本潤一君） いろいろご指摘ありがとうございます。私ども先ほど申し上げましたマ

ップなどを設置していきたいといったところは、考えてございましたのがまず道の駅でございます

とか物産館でございますとか市内の宿泊施設などでございまして、市外から訪れる方が立ち寄られ

る施設というふうには考えていたところでございますが、議員おっしゃるのは、また近隣の市町、

そちらのほうの例えば駅でございますとか、道の駅へのご依頼もしたほうがいいのではないかとい

うことでございますので、そちらのほうにつきましても対応してまいりたいと、相手あってのこと

ですので、多分駄目ということはないとは思いますが、そちらのほうで検討させていただきたいと

いうふうに考えてございます。 

  また、私どもつがる市といたしましても、遺跡ということが決まりましたものですから、順路な

どを含めたその遺跡に関する市職員への研修といったものも行いまして、窓口などで職員が簡単な

説明が可能となりますよう努めてまいりたいというふうにも考えてございますので、よろしくお願

いいたします。 

〇議長（野呂 司君） 長谷川議員。 

〇６番（長谷川榮子君） これから市職員の方々にも窓口で対応できる研修を行うということで、こ

れはとてもいいことだと思います。そのついでに、カルコの前に看板がありますよね。あれ何年前

に建てたものなのか、古いので、亀ヶ岡とは書いてあるのですけれども、隅っこのほうに書いてい

て、カルコの前ですから、やっぱり亀ヶ岡、田小屋野貝塚が目立つような、そういう看板に変えて

いってもいいのではないかな。カルコなんかは結構お客さんいらっしゃるところだと思うので、そ

ういうふうに感じています。ともかく分かりやすくて目立つもの、そして効果があるもの、それを

工夫して、早くに対応してくださるように改めてお願いします。 

  看板と道路標識、道路標識はとても大事です。私バスに乗っていた頃、目的地の前に看板があっ
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て、目的地まで何キロという標識があると、それを目印にして案内に入ったものです。亀ヶ岡の案

内でしたら大体何分ぐらいかかるというふうに計算して、あまり早くにしゃべっても駄目なので、

印象に残ってもらうためにその看板を見てよく案内して歩いたのを今思い出しています。参考にし

ていただければと思います。看板とか、それから道路標識、マップの配置など、くれぐれもよろし

くお願いします。 

  総務部長、ゆるキャラお願いします。総務部長の答弁のニュアンスによりますと、私の思ってい

る縫いぐるみというか、それはあまり乗り気でないような、そんなふうに私は感じたのですが、い

かがですか。 

〇議長（野呂 司君） 総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） そういう態度に見られたらちょっと申し訳ないです。実は私ちょっと考

えているということですけれども、今ゆるキャラグランプリとか、それは2011年に始まりまして、2020年

で終了しているわけなのです。昨今の状況を見ましても、コロナ感染とか、そういう部分でイベン

トとか、こういう着ぐるみを活用したそういう部分はちょっと少なくなったのではないかなとちょ

っとは自分では感じています。現状、先ほども言いましたが、ＩＴを活用したそういうコンピュー

ターや、ネットワークのコンピューター、あとネットワークの普及によって、それスマホも含めて

ですけれども、そういうことでつがる市を情報発信していければ、それは一つキャラクターと絡め

て今の時代にちょっと合うのではないかなと思って、そのためのキャラクター、ゆるキャラという

か、そういう遮光器土偶をモチーフにしたキャラクターを絡めて、そういうふうにいければいいか

なと考えております。 

  長谷川議員、ちょっと私前の議会のところをひもといてみたのですけれども、何回か質問されて

いて、そのときの質問だと、ゆるキャラの着ぐるみ等ができていればまた今の活用方法も何ぼか変

わってきたのではないかなとちょっとは思っています。決して否定的ではございませんので、よろ

しくお願いします。 

〇議長（野呂 司君） 長谷川議員。 

〇６番（長谷川榮子君） 確かにコロナの関係だと思います。つがーるちゃんの出番も、それから人

気のくまモンさんの出番もコロナの関係で少ないはずです。でも、このコロナは必ず私は収まると

信じています。また、収まってもらわないと大変なことです。そのコロナが収まったときのことを

考えて、つがーるちゃんも例えば町田市なんかにメロンの宣伝なんかに行かれるときも同行されて

結構人気ですよね。そのつがーるちゃんと並べたらインパクトがあると思うのです。「へえー、つ

がる市って世界遺産に登録された亀ヶ岡のあるところなんだ」、言わなくてもこの並んでいるゆる

キャラを見たら一目で理解してもらえるのではないかなと思います。前にも取り上げたことがあり

ますけれども、そのときは一般市民からのお声だったのです。木造の駅舎がネットで大変人気で、

わざわざ木造の駅舎のあのモチーフを見学に来る人がいるということで、ゆるキャラをつくっては
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いかがということでした。そうしたら、そのときに大体60万円ぐらいかかるというお答えが返って

きたのを私は覚えています。そのときと今とでは様子が変わってきているのも、時代が変わってき

ているのも認識しております。だけれども、つがる市をＰＲするには、私は格好の材料だと思うの

ですけれども、もう一回いかがなものでしょうか。 

〇議長（野呂 司君） 総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） 長谷川議員のおっしゃるとおり、遮光器土偶は有名です。つがる市を知

らなくても遮光器土偶を知っている方、あるいは私個人の感想なのかもしれませんけれども、つが

ーるちゃんより全国的に有名だと思います。そういうふうな意味を兼ねまして、ゆるキャラも着ぐ

るみも含めて今後市長と、あるいは関係部局と一緒になってちょっと検討していきます。 

  当然キャラクターとしての活用はしていきたいと考えています。着ぐるみも含めて、それはちょ

っと考えます。よろしいでしょうか。お願いします。 

〇議長（野呂 司君） 長谷川議員。 

〇６番（長谷川榮子君） 宣伝効果があるかないか心配しているのですか。それどう思いますか、あ

るかないか、イエスかノーかで。 

〇議長（野呂 司君） 総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） あるとは思います。ただ、それがいかほどかということに関しましては、

そのＰＲの仕方だと思いますので、そういうことでございます。あると思います。 

〇議長（野呂 司君） 長谷川議員。 

〇６番（長谷川榮子君） ＰＲ効果がある。いかほどの効果があるかないか、それは分からない。市

長、どう思いますか。 

〇議長（野呂 司君） 倉光市長。 

〇市長（倉光弘昭君） ゆるキャラの問題でございますけれども、まずつがーるちゃんの立ち位置で

すけれども、つがーるちゃんについては、まずつがる市のブランドを進めようと、８品目を、それ

を利用しながら、つがーるちゃんを使ってＰＲしてつがる市を知っていただこうと、これがつがー

るちゃんのゆるキャラ、いわゆるマスコットキャラクターの目的地とするところだと思っています。

今議員ご指摘の遮光器、しゃこちゃんのマスコットキャラクター、着ぐるみを作って宣伝してはど

うかということでありますけれども、遮光器土偶のマスコットを使ってやるのであれば、世界遺産

を目指す過程で、亀ヶ岡遺跡、田小屋野遺跡をどうか世界遺産にしてくれということで、何年もか

けて着ぐるみでマスコットキャラクターでＰＲするべきなのだろうと思っています。ただ、世界遺

産に決定されてしまった以上、これは宣伝効果があるのは当然ですけれども、当然あります。しゃ

こちゃんの着ぐるみを作れば。ただ、今この情報社会において、全世界がもう亀ヶ岡遺跡を知って

いると、そう思ってもらって結構だと思います。多分みんな知っていると思います。そのときに亀

ヶ岡遺跡に来る、来た、そのときに遮光器土偶の着ぐるみでおもてなしをするということも一つの
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手だと思いますけれども、そのときにでさえもつがーるちゃんを登場させて、もう宣伝しようがし

まいが、亀ヶ岡遺跡、田小屋野遺跡、この世界遺産というネームバリューはもう日本全国分かって

いると思いますよ。そのときにあえてつがーるちゃんを登場させて、まだつがる市を知ってくれと、

もっと知ってくれということで使うのが本筋ではないのかなと思っています。 

  先ほど看板の話もありましたけれども、看板については今までの看板数は４か所ぐらい、その表

記の仕方が亀ヶ岡遺跡という表記になっています。これも世界遺産の決定を受けたのであれば、こ

の表記は世界遺産登録地あるいは世界遺産亀ヶ岡遺跡、田小屋野貝塚というふうに名称の変更も、

看板のを併せて行いたいと思っていますので、それに付け加えて合併してから十七、八年たちます

けれども、そのときに作った各施設の看板もそのときの、失礼な言い方かも分かりませんけれども、

間に合わせで作ったすごく見づらい小さい看板が多いですので、それらも併せて世界遺産という道

を経てつがる市が有名になるためには詳細なもっと見やすい各施設の看板も、各遺産を訪れた際に

どこの施設に行ってもいいように、それも併せて計画の中で整備していきたいと思っています。 

  結論から申し上げますと、しゃこちゃんのマスコットキャラクターをつくるのは簡単です。それ

はやぶさかでないのですけれども、もう既にしゃこちゃんの着ぐるみを使う最終地点がもう過ぎて

しまったのではないかというふうなことを考えているところです。それが総務部長の言うところの

効果がどうのというところだと思っていますけれども、着ぐるみで効果があるのかと言われれば当

然あると思いますけれども、もうそれ以上に世界遺産の決定でつがる市の、17遺跡あるうちの２つ

がつがる市にあるのだということがもう全国にとどろいていますので、それをもっとどうつがる市

に観光客であれ人の流れであれ、それをどう呼び込むか、それを考えていきたいと思っています。 

  以上です。どうでしょうか。 

〇議長（野呂 司君） 長谷川議員。 

〇６番（長谷川榮子君） 私は、ＰＲするためにつくってはいかがと言っているのです。つがーるち

ゃんをつくったときもＰＲのためにつがーるちゃんをつくったと思います。それが少しずつ効果が

出てきている。つがーるちゃんと新しくつくってほしいと思っているしゃこちゃん、全然違う感じ

なのですよね。つがーるちゃんはかわいいという感じで、しゃこちゃんは何か土の中に眠っていた

ので力強いというか、そういう感じを受けて、２つ並べたら、「ああ、つがる市の亀ヶ岡か」、そ

ういうふうに分かってもらえるのではないか。言葉でしゃべらなくても発信力があるのではないか。

それほどのお金でもないと思うので、効果があるのでしたらやるべきだと思うのです。そこからと

んでもないいいことが生まれる可能性もあるかと思うのです。熊本県のくまモンがいい例だと思い

ます。そういうのを期待して、ぜひ投資するべきだと思いますので、総務部長、効果があります。

ぜひご検討よろしくお願いします。もう一回お願いします。 

〇議長（野呂 司君） 総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） 市長のほうからも答弁がありましたとおり、検討して、それであとは当
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然ホームページとかいろんなものにもそういうキャラクターとして発信していきますので、宣伝効

果、とにかくあるものをこれから全部模索しながら、つがる市をＰＲしていきたいと思います。お

願いします。 

〇議長（野呂 司君） 長谷川議員。 

〇６番（長谷川榮子君） それもこれもつがる市を思ってのことでございますので、思いは同じだと

思いますので、一緒に力を合わせてやっていきましょう。よろしくお願いします。 

  終わります。ありがとうございました。 

〇議長（野呂 司君） 以上で長谷川榮子議員の質問を終わります。 

  ここで休憩します。11時15分から再開します。 

            休憩 午前１０時５９分 

                                            

            再開 午前１１時１５分 

〇議長（野呂 司君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

                                            

          ◇  佐  藤  孝  志  君 

〇議長（野呂 司君） 第３席、９番、佐藤孝志議員の質問を許可します。 

  佐藤孝志議員。 

            〔９番 佐藤孝志君登壇〕 

〇９番（佐藤孝志君） では、改めまして、おはようございます。通告の第３席を賜りました絆心会

の佐藤でございます。私からは、倉光市長の所信表明、スローガンである「大地と農業を守り、未

来へつなぐまちづくり」実現に向けたふるさと再構築実現、その６つの柱のうち次の４点について、

その具体的な構想をお伺いいたします。また、６つの柱にはそれぞれ基本的政策、目標があって、

主要施策、基本方針、方向を話されたと理解をいたしております。 

  それでは、質問させていただきます。まず１点目、農産物のブランド推進による所得向上。ここ

では、いろいろな施策方針ありますが、スマート農業の普及が農作業の省力体系確立に必要条件で

あるとのことでありますが、どのような普及をし、省力体系の確立を図るのかお伺いをいたします。 

  ２点目として、市街地の活性化による定住人口の増加について。市街地のにぎわいを取り戻すと

ありますが、そのにぎわいを取り戻す市街地はどこの地域、地区を指しているのかお伺いしたいと

思います。 

  次に、若年夫婦子育て世代の移住、定住については、これまで第１次10年、第２次前期５年、合

わせて15年の市総合計画でその促進を図るべく基本政策、主要施策を推進してきたと考えます。し

かし、合併以来急激な人口減少を含め、この厳しい現状をどのように推進、構築しているのかお伺

いをいたします。 
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  次に、３点目として、安心した老後を送れるための住環境の整備であります。今進んでいる計画

中の牛潟バイパスと公共交通の空白地帯について、分かっている範囲内でいいので、牛潟バイパス

の工事着工、完成時期はいつなのか、また公共交通の空白地帯はどこの地域、地区を指し、どのよ

うな検討を考えているのかお伺いします。 

  最後、４点目でありますが、子育て環境の充実と未来を担う人材の育成、つがる市の将来を担う

人づくりについてでありますが、まずはつがる市型地域学校協働活動を進めるとありますが、初め

て聞く言葉だと思いますので、どういうような活動なのかお伺いをします。 

  次に、子育てのしやすい環境と充実した教育環境、新しい時代に求められるであろう資質、能力

の育成につきましては、所信表明での言葉のとおり、よく理解できました。しかし、肝腎の対象と

なる人材、人、第２次つがる市総合計画の中の人口動態から危惧する出生率の低下、死亡率の増加、

先ほど２点目でも少し触れましたが、急激な人口減少、このことをどのように克服、改善し、将来

のつがる市を担う人材、人づくりを考えているのかお伺いをし、１回目の質問を終わります。 

〇議長（野呂 司君） 答弁を求めます。 

  倉光市長。 

            〔市長 倉光弘昭君登壇〕 

〇市長（倉光弘昭君） 佐藤議員のご質問にお答えしたいと思います。 

  まず１点目、スマート農業をどのように普及し、確立させるのかというご質問でございますけれ

ども、現在の農業において、皆さんご存じのとおり農業従事者が高齢化する、労働力が不足すると

いうことを受けて、離農者が増加すると。さらに、農業の就業人口、これも減少するということで、

マイナス要因が２つ重なっているのが今の農業が置かれている立場だと理解しています。 

  多面的な機能を有する本市の農地をどう将来にわたって保全し、活用して、それに見合った労働

力をどう確保するのか、これが一番大きな問題で、これがクリアできれば農業問題にも一定のめど

がつくのかなと思っていますけれども、口で言うほどそう簡単ではなくて、みんな人に絡む問題で

すので、非常に難しいと思っています。ただ、そういう人手不足あるいは就業人口、いわゆる農業

に魅力を感じるような施策が出ない限り、この傾向には歯止めがかからないのではないかなと思っ

ていますので、まず本年度設置しているＧＮＳＳ基地局、ＧＰＳの子局に当たるものですけれども、

それを利用する農業機器あるいはスマート農業の農業機械の導入を図るしかないだろうと。一旦リ

タイアした人たちを、まだ働けるのだけれども、農業をリタイアしたと、そういう人たちを活用す

るのも一つの手ですが、それと併せてやはり農業の機械の自動化、これを進めるのがこれからの農

業を見据えれば必要不可欠だと思っています。そういう意味で、スマート農業の機械の導入を目指

すべく本市単独事業で本年６月の定例会で予算を皆さんにご承認いただきました。 

  また、国のスマート農業に対する事業でありますけれども、これは国の採択をする際の条件、い

ろいろ計算式あるのですけれども、それによれば県内での順位がつがる市が低くなるということに
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なるので、国の補完事業として、本市単独事業として予算化したということであります。 

  交付申請を受け付けしたところ、今のスマート農業の機械の補助ですけれども、これを交付申請

を受け付けしたところ、主な農業機械としては、その基地局を利用するためのガイダンスシステム、

それからトラクター、田植機及びドローンが主に導入したいというような交付申請の状況でありま

した。スマート農業を取り入れれば、農業技術の継承、それから農作業の改善、効率化及び省力化

が期待されるのは当然なのですけれども、従来の農業で課題となっている、冒頭申し上げました農

業従事者の不足、勘や経験に頼っていた農業技術を初心者、若者でも簡単に作業ができるようなシ

ステムとして継承できるのではないかなと思っていますので、これを進めていきたいと思っている

ところであります。 

  次に、にぎわいを取り戻す市街地はどこを指すのだというご質問であります。私が申し上げてい

る市街地はどこを指すのかということは、合併して５つであったのが１個になったので、旧４村に

もそれなりの市街地はあっただろうし、旧木造町にもそれなりの市街地はあったはずですが、今合

併して17年、18年たったときに、ではどこをてこ入れして、唯一市街地のにぎわいを感じられる場

所とするのかと言われれば、やはり旧木造町の有楽町、千代町、この両商店街を何としてももう一

回再生したいなと思っているところであります。今有楽町、千代町と申し上げましたけれども、有

楽町のほうはかなり商店もなくなりましたので、今残っているのが有楽町の一部と千代町が今頑張

っていますので、そこにどうてこ入れすれば、どういう人が流れて、どういうにぎわいができるの

か、これからるる検討していきたいと思っています。このことについては、後で担当から説明があ

ると思いますけれども、商工会議所の中で討論会というか、そういう話合いの場があったのですけ

れども、そういうことを考えているということは非公式でありますけれども、まだ予算化もしてい

ませんけれども、申し上げたところであります。ただ、そのときに申し上げましたのは、行政も手

伝うけれども、行政だけではにぎわいは復活できないと。どうかその主人公は商店主でありますの

で、商店主の活発な意見と投資と覚悟を見せてくれないと行政も一緒にはにぎわいを取り戻す施策

は打ちづらいということは申し上げておきました。 

  それから次に、移住、定住の推進でございますけれども、市街地の活性化による定住人口の増加

と、そのうち若年夫婦子育て世代の移住、定住の促進はどう考えるのだということでございますけ

れども、平成28年度から若年夫婦子育て世帯については、民間賃貸住宅家賃の一部を補助する、名

称は長いのですけれども、子育て若年夫婦世帯移住応援事業あるいは新婚生活応援事業と称して実

施しております。特に一軒家を購入あるいは建築する移住世帯については、その費用の一部を補助

する移住者マイホーム応援事業、これでは今年度から補助金額の上限を従来の50万円から100万円に

倍増させています。より子育て世代に手厚い補助ができるようにということで拡充したところであ

り、申請件数も昨年度を上回って好評をいただいているのかなと思っているところであります。 

  また、新婚生活スタートアップ事業、これも今年度から開始しましたけれども、市内の満40歳未
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満の新婚夫婦を対象に新居に係る費用、いわゆる住宅購入費、家賃、敷金、礼金、引っ越し費用、

この一部を上限30万円を設けて補助しているというところでございます。これらの施策を実施した

ことにより、平成28年度から令和２年度まで合計111世帯、307名の方が制度を活用していると、そ

ういう状況であります。今後も現在実施している事業を継続しながら、移住、定住の推進に努めた

いと、推し進めたいと思っているところであります。 

  次に、３点目の安心した老後を送るための住環境の整備、そのうち牛潟バイパスの建設計画につ

いて分かっている範囲で詳細に答えよということでございますので、お答えを申し上げます。 

  牛潟バイパスについては、平成21年度から県に対して重点要望として県へ要望してきたところで

あります。それを受けて県が平成25年から基礎調査を実施しています。事業評価業務の中で交通量

調査あるいは整備効果の検討を行っているという状況であります。そういう経緯を経まして、令和

元年度には事業採択になりました。県が事業をするということで決定しまして、その年の９月にバ

イパスのルート案を示した概略計画について地元の関係者を対象とした説明会を開催しているとい

う状況であります。その後、令和２年に行った詳細設計、地質調査、軟弱地盤解析の結果、これに

より軟弱地盤の改良に膨大な事業費がかかるということが分かりましたので、ルートの再検討を行

っています。それを受けて、今年の７月でありますけれども、改めて測量業務と設計業務をルート

変更に向けて発注しているところであります。年内には新しいルートを示して、それに関係する地

元の説明会を開催する予定となっていますので、いましばらくお待ちいただきたいと思っています。 

  完成時期については、現段階では未定なのですけれども、この牛潟バイパスの早期整備について

は、地元からの強い要望もありますので、市としては一日も早い完成に向けて県とともに連携を密

にして取り組んでいきたいと思っているところであります。 

  続きまして、同じく３点目の公共交通の空白地帯はどこのどの地域を言うのだというご質問でご

ざいますけれども、さらにまたどのような検討をするのかというご質問であります。公共交通の空

白地帯とは、いわゆる定義すれば駅やバス停が一定の距離の範囲にない地域のことを空白地帯と言

うのですが、その一定の距離が何キロメートルか何百メートルかという定まったものがないので、

そこはやはり行政を預かっている者あるいはそこに住んでいる人たちがどう感じるのか、それが一

番大きな定義になるのかなと思っています。行政の立場からすれば、そういう公共交通がないとこ

ろから、例えば行政の公共行事あるいは集団健診だ何だ、そういうところにどういう手段をもって

この会場に来るのか、その辺を見極めながら地元の考え方、感じ方と行政の考え方が一致するとこ

ろを空白地帯というふうに定義して設定していきたいと思っています。 

  どのような検討を考えているのかということになるわけですけれども、当然空白地帯ですので、

なかったところに市営のバスを出す、あるいはタクシーを出す、そういう手段を講じながらも、今

まで以上に市民が少しでも、やはりちょっとは使いやすくなったなというふうに感じられるような

路線の見直しであるとか、今まだある既存のバスの連結、どういうふうに接続していくのか、そう
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いうふうなことも総合的に勘案して、この空白地帯のいわゆる公共交通の計画の進め方には十分注

意して進めていきたいと思っています。ただ、現時点でも進めてはいますので、まだまださっきも

申し上げましたとおり使う人がどう感じるかもありますので、様々なパターンを試しながら、いい

方法を探っていきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思っています。 

  次に、地域学校協働活動、これについてお答え申し上げます。つがる市型地域学校協働活動は、

今まで以上に学校と地域が連携、協働し、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する活動

だと、こういうことにしています。今年度から始める事業でありますけれども、県内でもこれを策

定して実施しようとしているところは少ないというふうに聞いていますけれども、いずれにしても

具体的にはＰＴＡだけではないのだと、地元にいるじいちゃん、ばあちゃん、老人クラブ、自治会、

婦人会、様々な地域に関係する方々の力を借りて子供を見守り、育てるというのがこの趣旨ですの

で、学校の教育活動、児童生徒の安全、安心につながる環境づくりを充実、発展させていきたいと

思っています。詳しいことは、後ほど教育委員会から細かな計画の説明があると思いますけれども、

今年度からこの計画については地域学校協働活動推進員、市内の小中学校に各１名を配置したとい

うことであります。 

  最後に、市の将来を担う人づくりを考えているのかと、どう考えているのかというご質問であり

ますけれども、現在の人口減少に歯止めをかけて、地域に活力を取り戻すということが第２期総合

戦略において４つの基本目標を掲げているというところであります。ここで重要なのが、人口減少

に歯止めをかけると、人口を増やせればいいのですけれども、現実をやっぱり直視するところは直

視しながら、どういう限られた人材で、人口で、このつがる市を切り盛りしていくのかということ

は、私が新しく市長になろうがなるまいが、これについては第２期総合戦略という大きな計画があ

りますので、この戦略において同時進行で進めていくしかないのかなと思っています。 

  今申し上げました第２期総合戦略においては、４つの基本目標を掲げています。まず、基本目標

の１ですけれども、地域資源をいかに魅力ある仕事につなげるかということでございますけれども、

これは冒頭申し上げました農業者問題、農業の第一次産業を取り巻く環境をどう技術を結集させ、

少しでも農業の収益が上がるような行政としての手助けができるのか、そういうことを掲げている

ものであります。当然生産、販売に限らず、加工するという第六次産業、これも見通していかなけ

ればならないし、今ある各地区に点在する加工センターだけでは規模が小さいので、この各地区に

ある加工センターをもって市場に打って出る加工品ができるかといえば、やはり難しい面があるの

で、誰にも市場にも消費者にも認めていただけるような設備の整った加工センターを将来設置する

必要があるというふうに考えているところであります。 

  第２の目標が、つがる市とつながりを築き、新しい人の流れをつくると、新しい人流をつくると

いうのが基本目標の第２として総合戦略に明記されていますけれども、これは今の観光に限らず、

仕事の関係であれ学業の関係であれ、様々な関係からつがる市に訪れる人を増やしていくというの
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が目標であります。その増やしていく中で、いや、つがる市がいいところだということで定住して

くれれば、これまた幸いであり、このこともできれば達成していきたいなと思っているところであ

ります。 

  基本目標の３としては、結婚、出産、子育ての希望をかなえられるような市にするというのが第

３の目標であります。当然結婚を望む人に対しては出会いの場を提供しながら、結婚を促すことで

将来の出生数を増やすということで、ぜひともカップル誕生を達成したいと思っていますので、議

員の皆様のご協力もいただきたいと思っているところであります。 

  それから、基本目標の第４には、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくると、これが

第４の目標に掲げています。安心して暮らすことができる、必然的に医療、福祉、この問題に対し

ていかに充実した行政としての施策が達成されているか、あるいは災害への取組、交通の利便性、

これはどうあるのかということも総合的に絡んできますけれども、これらをやはり総合的に俯瞰し

ながら、少しでもつがる市に住みたいと、住んで子供を産みたいというような思いに駆られるよう

な施策をしていきたいと思っているところであります。 

  今申し上げました総合戦略、これとやはり同時進行で公約も達成していくしかないので、これに

ついては基本目標を達成できるように議員の皆様にもご相談申し上げ、ご指導もいただきますので、

よろしくお願いしたいと思っています。 

  以上であります。あとの質問は、担当のほうから詳しく説明させます。 

〇議長（野呂 司君） 佐藤議員。 

〇９番（佐藤孝志君） それでは、２回目の質問に入りたいと思います。 

  まず最初に、ただいま市長のほうから答弁いただきましたスマート農業の件について。このＧＮ

ＳＳ基地局というのは、これはＧＰＳから飛んでいる電波をキャッチするアンテナかと思うのです

けれども、この場所を市内のどこに、かかっているのでしょうけれども、何か所造る予定なのか、

まず１点。 

  それから、先ほど市長の答弁に、これに関わる機械の導入について受け付けしたところ、ガイダ

ンスシステム、トラクター、田植機、ドローンということでお話ししていましたけれども、これら

機械、それぞれ何台ぐらいずつ受付になったものなのか、受け付けしたものが全てかなうのか、そ

れともう一つは、ガイダンスシステム、これちょっと私よく分からないのですけれども、どういう

ものなのか、この２つです。まずお願いしたいと思います。 

〇議長（野呂 司君） 経済部長。 

〇経済部長（清野幸喜君） それでは、お答えしたいと思います。 

  ＧＮＳＳ基地局の位置でございますけれども、つがる市消防本部建屋の屋上に１か所、それから

つがる市斎場建屋の屋根に１か所、旧稲垣西小学校敷地内に１か所、田光沼の北側にある砂山機場

の敷地内に１か所ということで、合計４か所を年内に設置いたします。 
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  それから、続けてご答弁いたしますけれども、スマート農業の交付申請の機械のそれぞれの何台

申請あったのかというふうなことでした。それから、ガイダンスシステムは何なのかということで

お尋ねがありましたので、お答えをいたしたいと思います。 

  つがる市独自のスマート農業推進事業ですけれども、交付申請の受付を終了したところ、８月い

っぱいで終了いたしましたけれども、33名の申請者があり、主な農業機械としては田植機が一番多

く、19台となっております。２番目に多いのがトラクターの７台、３番目がガイダンスシステムの

３台で、４番目がドローンの２台となっております。その他が１台ずつとなっております。 

  また、ガイダンスシステムとは何かということにお答えいたします。ガイダンスシステムとは、

既存のトラクターなどにＧＰＳ等の衛星やＧＮＳＳ基地局からの信号を受信して、農業機械の位置

を計測し、現在地をモニター画面に表示し、農作業に応じた走行経路をガイドするものでございま

して、農作業用のカーナビゲーションとも言えるシステムのことでございます。機器としては、モ

ニターやＧＰＳとＧＮＳＳ基地局からの信号を受信する受信機で、これに既存のトラクターなどの

ハンドルを電動ハンドルに交換することで自動操舵が可能となります。これらのガイダンスに従っ

て走行することで、耕起、それから代かきなどの作業を正確な経路で行うことができるようになり

ます。 

  以上でございます。 

〇議長（野呂 司君） 佐藤議員。 

〇９番（佐藤孝志君） 今の経済部長の説明でよく分かりました。この事業については、今年単年度

でなくて来年度からも行うのだろうと思いますので、より早いスマート農業の実現と、その活性化

につなげていただきたいなと、こういうふうに思っています。答弁は要りません。これでこの質問

は終わります。 

  次に、２点目として、市街地の活性化による定住人口の増加関連の２回目に、にぎわいを取り戻

す地域、地区、先ほど市長の説明で、その地区もお話ありましたけれども、その中でこれまでの空

き店舗対策を継承しながらにぎわいを取り戻すのか、それとも新たな対策があるのか、ここのとこ

ろをひとつお願いしたいと思います。 

〇議長（野呂 司君） 経済部長。 

〇経済部長（清野幸喜君） にぎわいを取り戻すために新たな対策を考えているのかというご質問に

お答えをいたします。 

  空き店舗対策については、市街地の活性化につながる重要な施策として今後も継続してまいりた

いと考えております。新たな対策については、現段階ではございませんが、商工会、事業者のやる

気、本気度が集約され、行政と一体となって事業を展開しないと活性化につながらないものと考え

ております。 

  また、先ほど市長からもありましたけれども、本年５月11日に商工会、事業者の皆様と市長を含
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めて市街地活性化について懇談会を実施したところでございます。今後にぎわいのある市街地の形

成が図られ、定住人口の増加につなげられるよう商工会、関係者と協議し、具体的な対策を講じて

まいりたいと考えております。 

  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 佐藤議員。 

〇９番（佐藤孝志君） 今の経済部長の説明で、空き店舗の関係については分かりました。新たな事

業については、今特別考えていないということなのですけれども、先ほど市長が話されたにぎわい

の地区、私有楽町と言ってもいいのですが、何か木造の人方が名前違うみたいですけれども、有楽

町から千代町ということで私は話ししますけれども、そこのところに恐らく市長考えているのは、

昔のような人々のにぎわいを取り戻すということだろうと思いますので、この対策についてはいつ

頃からかかるのかは分かりませんけれども、非常に難しい課題で大変な作業になるかなと、そのよ

うに思います。しかし、これは市長の公約ですので、これまでの空き店舗対策事業と絡めて定住人

口の増加につなげられるように各団体と協議、協力を仰ぎながら、実現に向けて頑張っていただき

たく、市長の手腕にご期待を申し上げて、この質問を終わります。答弁要りません。 

  次に、同じ２点目の２番目なのですが、若年夫婦子育て世代の移住、定住の推進について。この

点については、先ほども話しましたけれども、総合計画の15年間、その促進を図るべく基本政策、

主要施策を講じて進めてきたと考えますが、まだまだ転出者が転入者を年間200人強、200人前後上

回っている状況であります。移住者マイホーム応援事業においては、今年度から補助金を50万円か

ら100万円にアップしたということで、申請件数も昨年を上回り好評を得ているとの先ほど市長の答

弁にもありましたけれども、ちなみにどれくらい好評を得ているのか、分かっている範囲内でいい

のでお願いしたいと思います。 

  また、それから今年度から開始した新婚生活スタートアップ事業の内容と、これまでの新居に関

わる費用の補助事業、先ほど市長ちょっと触れていましたけれども、28年から令和２年度まで111世

帯、307人の方々が受けられたということですが、この111世帯、307人のうちで転入してきた世帯数、

それから何人なのか、この２点お伺いしたいと思います。 

〇議長（野呂 司君） 総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） 佐藤議員の質問の中で、移住者マイホーム応援事業の現況について、ど

れぐらい好評なのかということと、新婚生活スタートアップ事業の中で転入された世帯、何世帯、

何人かということでご質問でございます。 

  まず、移住者マイホーム応援事業の現況については、制度開始の平成28年度から令和２年度まで

の５年間で申請者数の合計が25件、年平均５件であったのに対し、今年度の申請者数は８月末現在

で８件、今後申請を予定している方も数名いる状況です。また、今年度より建築事業者への制度周

知も行ったことで、事業者からの問合せも多くいただいており、実際に制度を活用した方からは、
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この制度があったので、移住先につがる市を選んだといった声もいただいております。 

  次に、今年度開始した新婚生活スタートアップ事業の概要について説明します。市内の満40歳未

満で入籍後１年未満の新婚夫婦を対象にした事業でございます。先ほども市長のほうから説明があ

ったものでございますが、この新居に関わる補助事業を活用した市外からの転入者の実績について

は、平成28年度から令和２年度までで64世帯、196名となっております。 

〇議長（野呂 司君） 佐藤議員。 

〇９番（佐藤孝志君） ただいま総務部長の答弁で、移住者マイホーム応援事業の実績については分

かりました。今年は50万円から100万円にアップした経緯もあって、何か８月までにもう８件の申込

みがあるということで、非常にいい状況で進んでいるということでありました。それにまた111世帯、

307人に対しては、64世帯、196人がつがる市に入ってきたということで、その数の大きさにちょっ

とびっくりしています。そういう意味で、移住、定住対策の移住者マイホーム事業、今後の人口減

少の緩和の起爆剤にもしかすればなるのではないかなと。できるだけ力を入れて、出ていくのより

も入ってくるのが多くなるような努力をしてほしいなと、そのように思っております。 

  そこで、人口減少を緩和するには……ちょっと待ってください。すみません。そういうことで緩

和するに、当局としてこの数字をどう捉えているのか、入ってきた数字、そしてまたもっと増やす

ためにはどうあればいいのかをひとつ聞きたいと思います。 

〇議長（野呂 司君） 総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） その転入者実績についてどう捉えているかということのご質問でござい

ますが、まず過去５年間の実績値である市外からの移住者64世帯、196人という数字ですが、こちら

は住宅購入者に対しての移住者マイホーム応援事業と賃貸住宅を借りる方に対しての子育て若年夫

婦世帯移住応援事業の２事業を合計した数字であることをまずご理解いただきたいと思います。ど

ちらの事業も移住、定住対策の施策として効果があったと評価しており、特に移住者マイホーム応

援事業については、昨今木造地区や柏地区において民間事業者による宅地分譲地の整備が行われて

いる状況が見受けられますので、家を建てたい若者につがる市を選択してもらえるよう、これまで

以上に制度の周知に努め、ほかの移住推進施策と連動して事業を継続していきたいと考えておりま

す。 

〇議長（野呂 司君） 佐藤議員。 

〇９番（佐藤孝志君） ただいまの説明でよく分かりました。非常に好調に伸びているというふうな

ことで、また予定している人もいるということなので、第２次の後期基本計画、この５年の各年度

において、先ほどもちょっと触れましたけれども、やはり転出者よりも転入者のほうが多くなるよ

うにひとつ努力をしていただきたいなと、期待もできていますけれども、そう思っています。頑張

っていただきたいと思います。これでこの質問を終わります。 

  次に、安心した老後を送るための住環境の整備関連の２回目の質問になりますけれども、牛潟バ
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イパスの件でありますが、先ほど市長の説明で、ここについてはよく分かりました。各関係省庁と

協議しながら、一日も早い完成に向けた努力をしてほしいと、このように思っております。 

  次に、公共交通空白地帯についてでありますが、市長の説明で、今まで以上に市民が均等に公共

交通サービスを利用できるように既存の路線の見直し、またはバス路線に接続するような形での新

しい路線運行を含めて検討しているということなので、差し支えなければどこの地区のどれを検討

しているのか教えていただきたいなと思います。 

〇議長（野呂 司君） 総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） 新たな路線はどこを検討しているのかというご質問でございますが、現

在既存路線バスに接続する形での新たな路線運行として検討している場所は、これは稲垣地区の一

部のエリアについて検討しております。運行エリアの設定や民間事業者による運行など、この運行

実施の可否を含めまして今現在検討しているところでございます。 

〇議長（野呂 司君） 佐藤議員。 

〇９番（佐藤孝志君） ありがとうございました。検討エリアは稲垣の一部エリアであるということ

ですが、できるだけ早い段階に空白地帯の解消に努めていただきたいと、そのように思っておりま

す。この質問についてもこれで終わります。答弁は要りません。 

  次に、子育て環境の充実と未来を担う人材の育成関連の市の将来を担う人づくりの２回目の質問

に入りますが、先ほど市長の説明でよく分かりました。時間もありませんので、ちょっとはしょり

ますけれども、各学校に地域学校協働活動についての推進員を各１名配置したということでありま

すので、推進員の身分はどうなるのか、それと勤務日数と活動の内容、さらにはどういう方が、ど

ういう関係の方が推進員になったのかお聞かせいただければと思います。 

〇議長（野呂 司君） 教育部長。 

〇教育部長（坂本潤一君） 推進員についてのご質問にお答えいたします。 

  まず、その身分でございますけれども、会計年度任用職員となります。 

  また、勤務日数等でございますが、基本週５時間勤務、月20時間、年間でございますと240時間と

なっております。ただ、学校が必要とする活動といったものは、週ごと、月ごとにまた違いますの

で、その勤務時間、月ごとの勤務時間というものは柔軟に対応するということとしております。 

  次に、推進員でございますが、ＰＴＡの活動経験者でございますとか、地域団体、ＮＰＯのスタ

ッフなど様々な立場の方がおられます。今年４月からボランティアの募集でございますとか、教育

活動の支援といった活動に活躍されているものでございます。 

  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 佐藤議員。 

〇９番（佐藤孝志君） ありがとうございました。まずは、児童生徒の安全、安心で充実した学校教

育活動、環境づくりの実現に向け、大きな期待を寄せるものであります。この質問については、こ
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れで終わります。 

  次に、将来を担う人づくり、人口減少関連の２回目の質問になりますが、ここでは人口動態にお

ける出生率の低下、それから死亡率の増加について、先ほど市長のほうからも説明いただき、詳細

については省きますけれども、いわゆる出生率低下の克服や出会いの場のイベントの創出など数々

の施策を効果的に推進しながらも人口減少には歯止めをかけることができなかったというのが現状

かと思います。そこで、もっと人口減少を緩やかにするために、部長のお話の中ではもっと緩やか

にするために人口減少対策、出産を誘導してその減少を緩めるとあるのですが、具体的にはどうい

う形で図るのか、そこのところもう一点お願いしたいと思います。 

〇議長（野呂 司君） 総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） 人口動態の推移、数字についての緩和に向けた取組についてでございま

すが、つがる市人口ビジョンでは2060年、２万人の維持を目指しております。今後何も対策を講じ

ない場合、ここ10年間で年間約700人減少することが推測され、目標値につなげるためには年間350人

程度の減少にとどめることが必要となります。そのためには、移住、定住支援の拡充等による社会

増、出会い対策や新婚生活支援等の新設や拡充による婚姻誘導、妊娠、出産、子育てに関するサポ

ートをワンストップで提供することや、子育てに関する負担軽減による出産誘導等の取組を行い、

緩やかな人口減少に努めてまいりたいと考えています。 

〇議長（野呂 司君） 福祉部長。 

〇福祉部長（高橋一也君） 子育てに関する負担軽減への具体的な取組ということでございますけれ

ども、出産や子育てへの支援は、医療費の助成に始まり、妊婦健康診査費用の助成やハイリスク妊

産婦への支援、国保加入者への出産時一時金助成、特定妊婦の支援などを実施しており、今後も必

要な支援については検討してまいります。 

  子育てに関する負担軽減について、現在検討している取組でございますが、出産、育児、子育て

と切れ目のない支援を図るため、子供に関する総合支援の拠点を整備するものであります。具体的

には、これまで子育て世代包括支援センターや要保護児童対策など複数の部署において対応してい

たものを子供家庭総合支援拠点となる部署を設置しまして、一元化した体制づくりを図りたいと考

えております。出産や子育てに関するあらゆる相談や支援にワンストップで対応できるよう、令和

４年度から組織を改編し、設置したいと考えております。 

  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 佐藤議員。 

〇９番（佐藤孝志君） これで最後の質問になりますけれども、先ほどの総務部長の答弁であります

けれども、少し数の上でハードルが高いのかなと、そのように感じたりもしておりますけれども、

先ほどからの移住者マイホーム事業と、それから若年夫婦世代の関係の新年度に入ってからの数が

良好に推移しているということなので、目標値達成に期待できるかなと、そのように思っています。 



- 35 - 

  それから、今福祉部長の話された内容については、私が求めているものとはちょっと違ったよう

な感じがします。先ほどもちょっと言いましたけれども、負担軽減による出産誘導等という言葉が

出てきていましたので、もしかしたら少子化に向けた何かの経済対策、例えば学校給食の無償化、

出産祝金の復活などを考えてくれていたのかなと期待いたしましたけれども、しかし、これまで同

様、何々については検討します、それから整備します、あるいは図ります、考えますの繰り返しみ

たいな感じでしたので、本年度予算については倉光市長の打ち出したものでないことは理解してい

ますけれども、人口減少の緩和を目指して、合併以来各施策、事業を掲げ、取り組んできて、なお

かつ解決できないこの課題、私は子育て費用の経済負担の軽減こそがこの課題の解決だと考えてお

りますので、ここで改めて学校給食の無償化、出産祝金の復活を提案し、市長の手腕に期待をしま

す。 

  これで私の質問を全て終わります。ありがとうございました。 

〇議長（野呂 司君） 以上で佐藤孝志議員の質問を終わります。 

  本日の一般質問はここまでとします。 

                                            

      ◎散会の宣告 

〇議長（野呂 司君） 明日は午前10時に会議を再開し、引き続き一般質問を行います。 

  本日はこれにて散会します。 

                                   （午後 零時０９分） 
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      ◎開議宣告 

〇議長（野呂 司君） おはようございます。ただいまの出席議員数は18名です。定足数に達してい

ますので、これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                            

      ◎一般質問 

〇議長（野呂 司君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

  日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

  なお、質問時間は答弁を含めて１時間以内であります。 

                                            

          ◇  秋 田 谷  建  幸  君 

〇議長（野呂 司君） 第４席、１番、秋田谷建幸議員の質問を許可します。 

  秋田谷建幸議員。 

            〔１番 秋田谷建幸君登壇〕 

〇１番（秋田谷建幸君） おはようございます。第４席を賜りました五和会の秋田谷であります。近

年自然災害等の私たちに及ぼす影響が、数十年、さらに100年に１回の出来事だと報道等によく聞く

ようになったように思います。つがる市におきましても、今後想定外の災害等についてさらなる予

測をしなくてはならないのではないかと思います。 

  それでは、質問に入ります。今回私の質問内容ですが、大きく分けて２つあります。１、災害予

防・予見について、次に、２、水難事故防止対策についてです。 

  まずは、１の災害予防・予見についてですが、（１）、つがる市における橋梁施設について。ま

ず、蓮花田橋の現状と原因、さらに今後の復旧カリキュラムについて。そして、つがる市に現在あ

る橋梁の数についてお聞かせください。蓮花田橋については、分かる範囲、またお話しできる範囲

で構いません。 

  次に、（２）、つがる市防災ハザードマップについて。現在、各家庭に配布されているハザード

マップの想定している災害は、100年に１度の大災害を網羅しているのでしょうか、お聞かせくださ

い。 

  次に、２、水難事故防止対策についてであります。海水浴場についてですが、８月７日、先月、

閉鎖中であったつがる市の海水浴場マグアビーチで起きた事故について、また閉鎖中の海水浴場、

つがる市には２か所ありますが、現状をお聞かせください。 

  次に、（２）、命の教室について。こちらは、小学校を対象につがるライフセービングクラブが

独自に行っている活動の名称で、水場での溺れない対策、回避するためのすべを実体験する内容で
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すが、コロナ禍においてここ数年実施されていません。学校としても、このような内容の授業等行

われているのでしょうか、お聞かせください。 

  これで１回目の質問を終わります。 

〇議長（野呂 司君） 答弁を求めます。 

  倉光市長。 

            〔市長 倉光弘昭君登壇〕 

〇市長（倉光弘昭君） 秋田谷建幸議員の水難事故のことの質問についてお答え申し上げます。 

  ８月７日に車力マグアビーチで水難事故があったということは次の日知りました。事故の経緯と

しては、海水浴場に家族で遊びに来ていて溺れたと。そこにたまたま居合わせた３名の方が救助活

動を行い、さらにまた救命活動を行い、貴い命が運よく救われたということで、非常に安心してい

るところです。８月30日には、この関係者の方に、消防本部で人命救助に尽力された３人の方々に

消防長より感謝状が贈呈されています。また、その事故に遭われた家族の方も参りまして、溺れた

女の子と一緒に救助活動に当たった３名の方に感謝の意を申し上げたというふうに聞いています。 

  ちなみに、この事故があってからですけれども……なる前ですけれども、事故があった後に、つ

い先日、９月４日の読売新聞に東北管区の水難事故の記事が載っていました。海水浴シーズンだっ

た７月中旬から８月中旬にかけて東北地方の海で遊泳中に起きた水難事故は９件、11人に上るとい

うことが記事になっていました。そのうち３人が亡くなったということです。うち７件は、海水浴

場として開放されていない海岸だということが調査で分かっています。また、事故に遭った11人の

うち７人が18歳未満ということで、当然つがる市は海水浴場の閉鎖を決定していましたので、もし

これから、来期ですけれども、そういう閉鎖という状況になれば、もっと詳しく皆さんに周知した

いと、少しでもその事故の確率を低くするような周知の仕方を考えていきたいというふうに考えて

いますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 建設部長。 

〇建設部長（工藤一志君） おはようございます。私のほうからは、（１）、つがる市における橋梁

施設についてでございます。 

  まず、蓮花田橋の現状と原因についてご説明いたします。蓮花田橋は、昭和53年架設の橋長13.4メ

ートルの橋梁であります。令和３年３月31日鋼管基礎ぐいの剪断による沈下が確認され、即日通行

止めをし、現在も迂回路での通行をお願いしているところでございます。利用者の皆様には、大変

ご不便をおかけしておりますことをおわび申し上げます。 

  まず、この沈下の原因としましては、水位の干満により鋼管が乾湿を繰り返したことから腐食し

たものと考えております。 

  また、今後の復旧カリキュラムについてでありますが、まずは仮橋を今年中に設置した上で、来
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年度から本橋の建設、そして沈下した橋の撤去を計画しております。現在は、地質調査による基礎

ぐいの検討後、県や港湾土地改良区等関係機関との協議を経て、ようやく仮橋に係る了承を得たと

ころであります。仮橋の設置位置としましては、落下した橋より下流側、北側、15メートルほど離

れた位置に計画しており、通行開始めどとしましては雪の降るシーズンの前、12月上旬を目標とし

ております。最終的な事業完了については、新橋の予備設計、各関係機関とのまた協議、それによ

り最終的な計画が決まっていきますが、今年度中に新橋の詳細設計、そして令和４年度に旧橋の撤

去、新橋の建設工事、令和５年度までには仮橋及び迂回路の撤去工事を経て完了したいと考えてお

ります。 

  また、橋梁数についてでございます。市道に架かる橋が計169橋ございます。そのうち橋長15メー

ター以上のＡグループ橋梁が30橋、橋長15メーター未満のＢグループ橋梁が139橋でございます。そ

のほかに農道に架かる橋梁が13橋でございます。 

  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） 改めまして、おはようございます。私のほうからは、１点目の災害予防

・予見についての（２）、ハザードマップについてにお答えいたします。 

  想定している災害は、100年に１度の災害を網羅しているかについてお答えします。洪水、浸水想

定区域の表記方法として、計画規模と平成27年の水防法の改正により新たに定められた想定最大規

模の２つの表記方法があります。計画規模については、10年から100年に１回程度、想定最大規模に

ついては1,000年に１回程度を想定した降雨規模であります。これは、国で想定し、公表しておりま

す。現在のハザードマップにつきましては、100年に１回程度の計画規模により作成されております。

また、津波浸水想定区域につきましては、国で想定した日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル、

これを踏まえ県において全沿岸の見直しや修正が行われ、令和３年５月に公表されました。これに

伴い、当市の防災ハザードマップも1,000年に１回程度を想定した想定最大規模の洪水、浸水想定と

新たな津波浸水想定を基に現在修正作業を行っております。完成は令和４年３月の予定であり、完

成後は毎戸に配布して周知してまいります。 

〇議長（野呂 司君） 経済部長。 

〇経済部長（清野幸喜君） 海水浴場の管理についてお尋ねがありましたので、お答えいたします。 

  新型コロナウイルス感染防止の観点から、昨年に引き続きまして出来島海水浴場と車力のマグア

ビーチの２か所については閉鎖をしております。周知については、新聞、市広報紙に掲載し、海水

浴場には遊泳禁止の立て看板を設置し、注意喚起を行っております。監視員等の配置は、実施して

おりません。 

  以上でございます。 

〇議長（野呂 司君） 教育部長。 
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〇教育部長（坂本潤一君） おはようございます。私のほうからは、議員ご質問の２点目、水難事故

防止対策についての（２）、命の教室についてお答えいたします。 

  学習指導要領というものがございますけれども、それには水泳場の確保が困難な学校においては、

体育館の時間に水遊び、水泳運動を行わなくてもよいが、水遊びの心得、また水泳運動の心得は必

ず指導するように、このように記されております。したがいまして、水泳の授業が行われないコロ

ナ禍にありましても、各小中学校では学習指導要領の内容に基づきまして、小学校１年生から中学

校３年生まで準備運動の実施や溺れた人の救助の仕方など、各学年に応じた指導が体育の授業時間

に計画的に行われております。また、休業日前、特に夏休みの前には、各小中学校で海やプール、

川や池等で水難事故防止のための指導が毎年繰り返し行われております。このような各小中学校で

の指導内容につきましては、参観日等において保護者にもお伝えしております。家庭と連携して水

難事故防止に努めております。 

  以上でございます。 

〇議長（野呂 司君） 秋田谷議員。 

〇１番（秋田谷建幸君） ご丁寧なご回答ありがとうございます。それでは、各項目に沿って再質問

していきたいと思います。 

  まず、蓮花田橋の原因についてですが、今ここで追及してもお互い納得のいく結果等にはならな

いのではないかと思われますので、その件についてはこれで終わりますが、本来あってはならない

事象であることは確かであると思います。利用している市民の不便を一日でも早く解消していただ

きたいと思います。 

  それでは、２回目の質問に入ります。先ほどの回答で、市道に架かる橋が169橋あり、そのうちＡ

グループが30橋、Ｂグループが139橋、農道に架かる橋が13橋あると言われましたが、橋梁長寿命化

による調査の進行具合と結果についてお聞かせください。 

〇議長（野呂 司君） 建設部長。 

〇建設部長（工藤一志君） 橋梁長寿命化による調査の進行具合と結果についてでございます。 

  橋梁の定期点検は、Ａグループの橋梁を平成23年度、また28年度、令和３年度と、そのほかＢグ

ループ橋梁を平成26年度、令和元年度と５年に１回の頻度で行っております。この定期点検に基づ

いて作成した長寿命化修繕計画については、ホームページにおいて公表しております。また、農道

橋の13橋についても、平成30年度に点検調査を行い、修繕計画を作成しております。市道の橋梁点

検の結果でございますが、平成28年度行ったＡグループの調査では、30橋中修繕が必要な判定が11橋、

令和元年度に行ったＢグループの調査では、139橋中修繕が必要な判定が41橋となっております。 

  以上でございます。 

〇議長（野呂 司君） 秋田谷議員。 

〇１番（秋田谷建幸君） ありがとうございます。調査の結果、修繕が必要な橋梁がＡグループでは11橋、
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Ｂグループでは41橋あるとのことですが、修繕が必要であれば対策を講じなければならないと思い

ます。今後の方針、対策についてお聞かせください。 

〇議長（野呂 司君） 建設部長。 

〇建設部長（工藤一志君） それでは、お答えいたします。 

  今後の方針については、定期点検の調査を踏まえた長寿命化修繕計画に基づきまして、Ａグルー

プの橋梁について平成26年度から順次修繕工事を行っております。現在12橋完了済みでございます。

また、１橋は施工中でございます。Ｂグループ橋梁に関しましても、今年度６橋の詳細設計から始

め、行うこととしております。今後も引き続き、年間４橋程度でございますが、修繕工事を継続的

に実施して、健全化を図る計画であります。 

  以上でございます。 

〇議長（野呂 司君） 秋田谷議員。 

〇１番（秋田谷建幸君） ありがとうございます。綿密な計算をして造ったものであっても、何らか

の要因によって崩壊することはなきにしもあらずだと思います。だからこそ点検、修繕が不可欠で

あると思います。継続的にお願いしたいと思います。 

  続きまして、１の災害予防・予見についての（２）、ハザードマップについての２回目の質問に

入りたいと思います。 

  先ほど答弁で1,000年に１度を想定していると言われたので、私100年に１度と言ったので、もう

聞くところないのかなというところもあったのですが、取りあえずハザードマップ自体、更新の時

期や頻度は決まっているのかお聞かせください。 

〇議長（野呂 司君） 総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） ハザードマップの更新の頻度についてお答えします。 

  国や県において浸水想定区域の見直し等を行い公表された場合や、避難所や避難場所等の変更ま

たは修正が必要になった場合更新しており、前回は平成27年12月に更新しております。 

〇議長（野呂 司君） 秋田谷議員。 

〇１番（秋田谷建幸君） では、このハザードマップにおいて、降雨、地震による津波においての表

記が主なものになっていると思われますが、地震、津波の自然災害において河川遡上、海水が川を

遡る、増強が起こる場合もあると思いますが、このことにおいて表記されていないように思われま

すが、お聞かせください。 

〇議長（野呂 司君） 総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） 津波の河川遡上についてお答えします。 

  現在のハザードマップにおける津波の遡上想定は、木造出来島地区の石沢川を遡上することが想

定され、これはハザードマップに掲載されております。なお、今年の５月に公表された津波浸水想

定において、新たに十三湖から山田川を遡上することが想定され、これにより富萢町の山田川流域
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水田地帯の一部が50センチ以上１メートル未満の津波浸水想定区域として追加されました。これに

つきましては、新しいハザードマップに掲載して周知してまいります。 

〇議長（野呂 司君） 秋田谷議員。 

〇１番（秋田谷建幸君） ありがとうございます。では、新しいバージョンが出たら確認してみたい

と思います。 

  また、このハザードマップに関連して、1,000年に１度の降雨であっても決壊が恐らくないであろ

うと思われる山田川でも決壊した場合、災害の復旧、事後の処理、排水等に関してどのように考え

て、山田川の左岸側のほうですけれども、よろしくお願いします。 

〇議長（野呂 司君） 総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） 山田川左岸の氾濫水の事後処理についてでございますけれども、山田川

につきましては所管する県の河川砂防課で監視を行い、水位情報や洪水予報を情報発信しておりま

す。また、西津軽土地改良区において排水路の水位や予想雨量等に応じて用水の調整を行っており、

水位上昇が見込まれる場合は稲垣揚水機場と下車力用排水機場の２か所において岩木川へ排出し、

山田川への流入量を調整しているという状況であります。氾濫水の処理につきましては、氾濫箇所

及び河川の状況等が確認でき次第、対応について検討していくこととなりますが、排水ポンプ等を

活用し、水位低下後の河川に排出する処理または災害の状況に応じましては自衛隊の災害応援依頼

等行うことも想定しております。今後も西土地改良区をはじめ、関係各所との連絡体制をさらに強

化し、防災対策に努めてまいります。 

〇議長（野呂 司君） 秋田谷議員。 

〇１番（秋田谷建幸君） ありがとうございます。最後に、ハザードマップについて質問というか、

どちらかというと提案になるかも分からないのですが、新しく発行されるハザードマップに簡易的

な印刷で構わないので、冊子、こういう形になるのかどうかちょっと、現行のやつは今これですけ

れども、これになるのかどうか分からないですけれども、このほかに玄関先に避難場所、その地域

はどこに行くのか。あとは、今皆さんスマホ、携帯なのですけれども、自宅に電話がある方、何か

あったらどこかに連絡取るとかというやつを貼っておけるような印刷物を交ぜて、各家庭でそれを

しかる場所に貼っておいて見やすいようにするとかというやつを入れられるか、入れられたらいい

のではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。 

〇議長（野呂 司君） 総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） 市民の方におきましては、ハザードマップ、これを常日頃から見ていた

だいて、対応をしっかり把握していただくことが最良なのですけれども、実際災害時には当然平時

と違って混乱が生じます。秋田谷議員ご提案については、担当部局としてもぜひ必要だと考えます。

どのような手法がいいか検討して、これは実現に向けて準備を進めてまいりたいと思います。よろ

しくお願いします。 
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〇議長（野呂 司君） 秋田谷議員。 

〇１番（秋田谷建幸君） ありがとうございます。ハザードマップについては、色づけされているよ

うな災害が起こらないことにこしたことはないのですが、日本各地で激甚級の災害が起きているわ

けであります。もし我がつがる市にも起こり得る状況になった場合、被害を最小限にするべくしっ

かり備えていただきたいというふうに思います。 

  続いて、水難事故防止対策についての（１）の海水浴場についての２回目の質問に移りたいと思

います。８月７日の事故に関しては、実は私も現場におりました。ライフセーバーのお手伝いをし

て、その場にいたのですが、あれは偶然が重なって、さらにまた重なった奇跡のような出来事でし

た。内容につきましては、先ほど市長の答弁のほうで話されていましたので割愛しますが、元気に

社会復帰ができたということで心から安心しています。できればこのような事例が今後ないように

と祈るばかりであります。 

  では、ここ２年間海水浴場は閉鎖されていましたが、コロナの影響で他市、他県の対応について、

知っている限りでよいのでお答えいただきたいと思います。 

〇議長（野呂 司君） 経済部長。 

〇経済部長（清野幸喜君） 他市、他県の対応についてお答えをいたします。 

  今年度県内の海水浴場を閉鎖した自治体は、本市を含めて３団体ございました。本市を含めて３

団体です。閉鎖中の管理については、本市と同様に遊泳禁止の看板のみの対応で、監視員の配置や

進入禁止のロープの設置などはされていなかったと伺っております。 

  以上でございます。 

〇議長（野呂 司君） 秋田谷議員。 

〇１番（秋田谷建幸君） ありがとうございます。単純に閉鎖といっても、実際のところ泳いでいる

方はいます。泳がないにこしたことはないのでしょうけれども、しかし、これから気温と水温が下

がれば、さすがに泳ぐ人もいなくなるのかなとは思うのですが、もし来年も今年同様の措置を取る

として、閉鎖するとして、対応は今年と同じなのかお答えお願いします。 

〇議長（野呂 司君） 経済部長。 

〇経済部長（清野幸喜君） 今後の対応についてお答えをいたします。 

  海水浴場の閉鎖という措置は、監視や救助の備えがないということであり、仮に遊泳を行った場

合、非常に高いリスクを伴う危険な行動、行為と言えますので、遊泳禁止看板のほかに、水難事故

から命を守るための行動を取っていただくような看板の設置や監視員による定期的な見回りをする

などの対応を検討していかなければならないと考えております。 

  以上でございます。 

〇議長（野呂 司君） 秋田谷議員。 

〇１番（秋田谷建幸君） ありがとうございます。青森県には、現在ライフセーバーが海水浴場に常
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駐している、こういう海水浴場はつがる市しかありません。ぜひ活用していただきたいと思います。 

  通告の最後の質問です。２の水難事故防止対策について、（２）の命の教室について。現在コロ

ナ禍で混乱する前、ライフセービングクラブのほうで、車力地区の小学校において水難事故を防ぐ

ための、自分と周りの人の命の大切さを伝える授業をやっていたのですが、コロナで今やっており

ません。これがアフターコロナになった場合、もう一度その教室を再開、さらにはプールがない学

校でもスクールバス等利用して施設まで移動して、そういう授業をできるかどうか、検討できない

かどうかよろしくお願いします。 

〇議長（野呂 司君） 教育部長。 

〇教育部長（坂本潤一君） ライフセーバー、そのような活用がまたできないかというご質問でござ

いますけれども、まずライフセーバーにつきましては、統合前の旧富萢小学校、また旧車力小学校

で水難事故防止と申しますか、人命救助と申しますか、そのようなものに活用されていたようでご

ざいますけれども、議員おっしゃるとおりでして、最近は活用例がないということでございます。

また、その活用につきましては、学校での授業などの一環として各学校の判断となります。しかし

ながら、各学校に対し、私ども教育委員会のほうからそのような命の教室というか、水難事故防止

といった観点からご協力いただけるライフセーバーの方がいらっしゃる、この旨の情報提供は可能

であるというふうに考えております。 

  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 秋田谷議員。 

〇１番（秋田谷建幸君） ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。 

  これで私の質問は終わるわけですが、一部空想みたいな質問になり、申し訳ありませんでした。

しかし、想定を上回る状況、出来事は、空想事みたいな事例もあるのではないかと思います。これ

からもつがる市の安心、安全のために油断なくよろしくお願いします。 

  終わります。 

〇議長（野呂 司君） 以上で秋田谷建幸議員の質問を終わります。 

                                            

          ◇  伊  藤  良  二  君 

〇議長（野呂 司君） 第５席、16番、伊藤良二議員の質問を許可します。 

  伊藤良二議員。 

            〔16番 伊藤良二君登壇〕 

〇16番（伊藤良二君） 通告の第５席、五和会の伊藤良二でございます。早速行政全般にわたり質問

に入らせていただきます。 

  １問目、市長の政治姿勢について。具体的に人口減少に歯止めをかける具体策はどういうふうに

考えているのかお伺いしたいと思います。 
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  ２番目に、世界遺産となった縄文遺跡についてお伺いいたします。今後の展開について伺いたい

と思います。 

  ３番目に、（仮称）つがる市総合体育館の活用について、活用の基本構想のたたき台みたいなも

のは教育委員会ではお持ちなのか伺いたいと思います。 

  ４番目に、新型コロナウイルス感染症対策について伺います。ＰＣＲ検査キットの利用状況はど

うなっているのか伺いたいと思います。 

  ５番目に、つがる市の財政状況についてお伺いいたします。１番目に、決算報告を踏まえて現状

は、財政状況はどうなのか。２番目に、来年度の予算編成の基本方針を伺いたいと思います。 

  以上、第１回目の質問を終わります。 

〇議長（野呂 司君） 答弁を求めます。 

  倉光市長。 

            〔市長 倉光弘昭君登壇〕 

〇市長（倉光弘昭君） 伊藤議員の人口減少に歯止めをかける具体策は何かというご質問にお答えい

たします。 

  言うに及ばず、人口減少は住民生活、地域経済に大きな影響を及ぼし、本市にとっては重要課題

であるというのは皆さんと同じ共通認識だと思ってございます。これをどう歯止めをかけるのかと

いうご質問でございますが、先般の佐藤孝志議員のご質問にもお答えしたとおり、今現在進んでい

る総合戦略の計画の進行あるいは長期計画に基づく様々な事業、これらを通して人口減少の下げ幅

を緩やかにするというのが避けて通れない、あとほかにどういう方策があるのかと言われても、な

かなかこれは日本全国共通した難しい問題であると思っています。先般もお答えしたとおり、この

人口減少の歯止めに対しては４点、これを柱にして施策を進めたいと思っています。 

  まず第１に、農業の推進でございますけれども、これも昨日申し上げましたとおり、新規就農者

の数を増やす、あるいは農産物直売所等の農産物の販売額を上げるということであります。そのた

めには、つがるブランドのブランド力の認知の向上、知名度の向上、こういうことを目標に今首都

圏で東京事務所を起点に様々ＰＲ活動を行っていますし、イベントも実施しているということであ

ります。またさらには、これも昨日申し上げましたが、新規就農者もさることながら、後継者をど

う維持していくのか、これも人手が不足するのはもう目に見えていますので、やはり機械のＡＩ化

に頼るしかないのだろうと思っています。そのためにスマート農業の機械を整備する方には市の単

独で補助をして、後ろから後方支援するというふうに考えています。 

  第２に、移住、定住を推進するためには、やはり子育て、若年夫婦の方あるいは新婚世帯の方に

家賃を補助、あるいはマイホームを取得する移住世帯に対しては、その取得費の一部を最大100万円

を補助しながら、つがる市に移り住んでいただく方の意欲をかき立てるというふうにしていきたい

と思っています。 



- 50 - 

  第３に、若い世代の結婚支援として、結婚に関する情報提供あるいは出会いの場をつくるという

ことであります。結婚を望む男女の婚活を支援しながら、結婚サポーターズというものを設置して

いますけれども、これらも大いに活用しながら推し進めたいというふうに思っています。 

  第４に、妊娠、出産、子育て支援の充実ということであります。妊娠期から子育て期にわたる切

れ目のない支援をするということで、したいということで、ワンストップ拠点である子育て包括支

援センターあるいは不妊治療に係る費用の一部を助成する、さらには保育所の第２子以降の負担額、

中学生までの子供に係る医療費、小児インフルエンザ予防接種、これらを無料化にするということ

で経済的負担の軽減を図りながら、若いお母さん方を手助けしていきたいというふうに考えていま

す。 

  これらの４点を柱に、様々な枝葉の事業もつきますけれども、これらを大いに活用しながら人口

減少に歯止めをかけて、ぜひとも何としても地域に活力を取り戻したいと思っています。第２期総

合戦略に掲げている各施策を推進していきたいというふうに思っています。ご指導、ご協力をお願

いしたいというところであります。 

  続きまして、来年度の予算編成の基本方針はいかにということでございます。この質問について

は、令和４年度の一般会計当初予算の基本方針については、これは市長から予算編成方針はまだ出

ていませんけれども、今現在分かり得る来年の方針として述べさせていただきたいと思います。 

  基本的な事項、例えばどういう理念に基づいて予算の柱にするのかということでございますが、

これについては先ほど申し上げましたとおり、様々な人口減少対策に力を入れなければいけないの

で、そのためには総合計画あるいは総合戦略、これらの実施すべき事業を見据えて予算編成を行い

たいと思ってございます。令和３年度の予算については、今の予算ですけれども、今までずっとや

ってきたことの継続事業もあり、若干の新規事業もありますけれども、令和４年度についてはもう

一歩進んで新しい事業、これは６月の議会で私が申し上げましたとおり、トップが替わってどうな

のだということで、少しでも市民の方が目で見て分かるような、こういうところも変わるのだとい

うようなところが分かるような予算編成あるいは予算の肉づけをしたいと思ってございます。 

  その他の要因については、当然本市の予算の根幹をなすのは地方交付税、いわゆる普通交付税で

ありますけれども、これも人口減少に関連が、人口と関連がございますので、当然合併算定から一

本算定に変わり、さらに人口減少の影響を受けるということで、この点につきましては当市の大宗

を占める財源が普通交付税でありますので、やるべきことはやりますけれども、選択する事業も当

然精査しながら取捨選択して予算の編成を行いたいというふうに思っています。今進行中のいわゆ

る大型事業の継続事業、これは何としても計画どおり完成ができるように、これも予算措置をして

まいりたいというふうに思っています。 

  いずれにしても、今主眼、新型コロナの影響がどういうふうに人口問題に影響し、あるいは市の

経済活動にどういう影響があるのか、これを去年一度経験しているとはいえ、まだまだコロナの終
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息が見えない以上、もっと大きな影響が出てくるのか、その辺も予算編成をしながら、見極めなが

ら、その影響幅が少なくなるような予算編成を通達、通知したいと思っています。当然国と県の動

向も見据えながら、情報収集しながら事業の厳選に取り組み、さらなる財政基盤の強固な確立を目

指したいと思っていますので、よろしくお願いします。ご協力のほどよろしくお願いします。 

  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 教育長。 

〇教育長（ 西 輔君） 伊藤議員のご質問にお答えします。 

  世界遺産となった縄文遺跡の今後につきましては、遺産を人類共通の財産として恒久的に保護す

るといった大前提により、遺跡自体と周辺景観の保全を第一に努力していく必要があるかと、その

ように思っております。 

  さて、具体的な展開といたしまして５点ほど考えております。まず１点は、土地の公有化を進め

ること。２点目は、将来的には遺構表示や説明板設置等により遺跡の内容を分かりやすく説明する

こと。３点目は、地下に遺構や遺物があることから、遺跡の価値をご理解いただくため、ガイダン

ス施設を整備すること。４点目は、遺跡現地での説明のため、ご活躍いただいているボランティア

ガイドをさらに増員及び養成すること。５点目は、当時の景観などを映像再現するＩＣＴ機器など

の活用方法を検討することが必要であると、そのように考えているところです。 

  次に、ガイダンス施設の整備などでは、その前に遺跡の整備基本計画が必要でございます。その

策定は、令和４年度から５年度の２か年を予定しているところです。 

  最後に、教育現場においては、市内児童生徒に対する体験講座、出張講座も引き続き行うととも

に、今年度から始めている郷土学の共通教材として縄文遺跡に関する副読本を制作し、若い年代か

ら縄文遺跡への理解と郷土への誇りの醸成に努めていきたいと、そのように考えております。いろ

いろご指導願えればと思います。 

〇議長（野呂 司君） 教育部長。 

〇教育部長（坂本潤一君） それでは、私のほうからは、議員ご質問の３番目、（仮称）つがる市総

合体育館の活用について、活用の基本構想はという部分にお答えいたします。 

  総合体育館活用の基本構想についてでございますけれども、活用の基本となりますのは、総合体

育館の基本方針におきますスポーツ振興、市民利用、地域機能、交流といった活用であろうかと考

えております。スポーツ振興として、する、見る、支える、つなぐのスポーツ推進の拠点としての

活用、２つ目が市民利用として、誰でもがスポーツ、レクリエーション、イベントに集える広場的

体育館としての活用、３点目として、地域機能としてでございますけれども、地域文化、産業情報

の発信機能、地域防災拠点としての活用、最後の４点目として、交流として集い、にぎわい、結び

つきが次世代へつながる交流拠点としての活用であります。総合体育館の活用に関しましては、利

用料金などを含めまして運営検討委員会で検討を重ねていただきました。今後は、運営検討委員会
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の意見等を踏まえながら、スポーツ利用はもちろんのこと、それ以外の様々な催物にも大いに活用

いただけるような施設運営をしていければと、このように思っているところでございます。 

  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 福祉部長。 

〇福祉部長（高橋一也君） 私からは、伊藤議員の４点目、コロナウイルス感染症対策のＰＣＲ検査

等費用の助成事業、検査キットの利用状況はということについてお答えします。 

  ご質問のＰＣＲ検査等費用助成事業は、児童、障害者及び高齢者の全ての福祉施設を対象に今年

度から実施しているものでございます。事業の内容は、福祉施設内または施設職員及び利用者等の

関係者に新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認された場合に、保健所による検査の対象となら

ない職員などに対してＰＣＲ検査や抗原検査などを独自に実施した場合に、その費用の２分の１を

助成するもので、検査１件当たりの補助の上限を5,000円としております。８月末現在における実績

でございますが、１施設から申請がありまして、検査件数10件で助成額が１万4,000円となっており

ます。 

  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 財政部長。 

〇財政部長（小倉浩久君） それでは、伊藤議員ご質問のつがる市の財政状況についての１点目、決

算報告を踏まえて状況はについてお答えいたします。 

  令和２年度の歳入総額の決算額は300億1,574万4,000円となっており、歳出総額の決算額は294億

2,499万9,000円となっております。これにより、歳入歳出差引額は５億9,074万5,000円であり、そ

の上で翌年度へ繰り越すべき財源727万9,000円を差し引いた実質収支額は５億8,346万6,000円とな

り、前年度と比較いたしまして２億9,428万1,000円の増となっております。 

  次に、投資的経費である普通建設事業費ですが、56億9,257万5,000円と前年度と比較いたしまし

て９億9,810万1,000円の増となっております。補助事業費である一般廃棄物最終処分場建設事業や

公営住宅建設事業の増が主な要因となっております。 

  次に、各種財政指標でございます。地方債の返済額等の経費を標準財政規模の額で割り返した指

標で財政の健全性を判断する目安になっている実質公債費比率は、令和２年度12.4％と前年度比

0.2ポイントの増となっております。また、地方債や将来支払っていく可能性のある負担等の残高を

標準財政規模の額で割り返した指標で、実質公債費比率同様に財政の健全性を判断する目安となっ

ている将来負担比率は、令和２年度134.2％と前年度比4.5ポイントの増となっております。さらに、

毎年度経常的に支出される経費である人件費及び公債費などに対して経常的な一般財源である地方

税、普通交付税などがどの程度充当されているかを表した指標でございまして、財政構造の弾力性

を判断する目安となっている経常収支比率は、令和２年度は93.5％と前年度比1.0ポイントの増とな

っております。大規模建設事業費の公債費償還に伴い、今後の見通しでも各種財政指標に一定の上
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昇が見込まれますが、ピーク時の場合でも適正水準の範囲内であると認識しております。引き続き

各種指標の状況を見極めながら、歳入歳出両面での取組を推進し、弾力性のある財政構造の実現に

努めてまいります。 

  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 伊藤議員。 

〇16番（伊藤良二君） それでは、２回目の質問に入らせていただきます。 

  まず、人口減少に歯止めをかける具体策はという質問をいたしましたけれども、細かくつがる市

はいろんなことに対策を打っているのだなと、お金もかけてきているのだなと私は素直に認めます。

だが、結果として合併当初から見ると人口が約１万近く、４分の１程度人口が減っています。今現

在つがる市の人口は、市長ご存じのとおり３万1,000を切って３万九百二十何人だか、三十何人とい

うことになっています。市長在職中のあと二、三年の間に３万切って、間違いなくつがる市の人口

は２万何ぼということに申し上げなければならなくなります。先日の佐藤議員の質問の中にありま

したけれども、私もそのとおり人口対策の一つの柱としては、子育て支援というのが中でも一番大

事な柱であると思っています。つがる市はいろんなことから支援をしていますけれども、それでも

止まらない。私は、市長は40年以上行政経験があり、市長が、倉光市長で人口減の歯止めの足がか

りをつけなければ、つがる市はああ、ああといううちに人口２万を切るような状態にいつかはなる

ような気がしています。私どもは倉光市長に期待をかけるしか、私の考えではあとないのですよ。

あなたにお願いするしか私はできないと思います。ただ、あなたが、市長さんがおっしゃられると

おり、全国的にもう95％、９割というもの、95％以上人口減っているところがあらかたです。でも、

全国には何ぼかの自治体では人口が増えているところがあります。いろんな条件があって、そのと

おりはいかないわけなのですけれども、私は市長さんのそういう知識の豊富さ、理解力に、つがる

市の職員のスタッフは私見ていて、話ししていれば優秀な職員ばかりいるのだなと思って、これを

うまく活用して、何とか勉強して努力させて育てて、人口減対策に取り組ませていただきたいなと

思っています。今急に答えを出せと言うけれども、みんな一生懸命努力、努力して、20年たったら

人口半分になったという小さな町、村はいっぱいあります。そのとおりだと思うのです。私は、ど

こまでも倉光市長に何とかお願いして頑張っていただきたい。人口の歯止めをかける対策を倉光市

長の、市長倉光時代で何とかつけていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、世界遺産となった縄文遺跡について、大変いい答弁いただきましたので、これはこれで終

わります。ただ、本当に何十年かかったか、盛貢町長の時代から何十年かかったか分からないよう

な努力の中で世界遺産に登録されたということは本当におめでたいことだと思います。これをうま

く産業の活性化にもつなげて、教育委員会にそういう努力を商工観光課と力を合わせてやっていた

だければと思います。 

  それでは次に、つがる市の総合体育館の活用についてでございますけれども、これについても答
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弁は要りませんけれども、ともかく市民の皆さん、市外の皆さんに、こんなに立派な体育館ができ

るのだから、ともかくいっぱい活用していただきたい。そのためには、いろんなソフトをこれから、

いろんなところを見て勉強していただいて、市民にはなるべくお金を安く楽しんで活用して、健康

でいられる市民生活が送られる一つの立派な文化になりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。特に値段は安くということで。 

  ４番目のコロナ対策でございます。コロナが出て２年近くになります。先日、つがる市は、高橋

部長、本当にクラスターにならなくて、あなたのおかげでよく頑張っていただいているなと思って

います。個々に出るのはもう止められません。青森県も東北では低いほうだったのですけれども、

今は高いほうになってきています。ただ最近気になることが１つあります。子供たち、小学校、中

学校、高校、それから保育所、幼稚園、生徒さんたち、子供たちが結構青森県もかかるようになっ

てきました。西北五、五所川原保健所管内も出てきているようですので、足元に火がついてきてい

るようで、教育委員会にちょっとあれですけれども、これに対してどういう対策を練っているのか、

ありましたら教えていただきたいと思います。状況がどんどん変わってきていますので、教育委員

会のほうにちょっとコロナ問います。 

〇議長（野呂 司君） 教育部長。 

〇教育部長（坂本潤一君） 教育委員会的な小中学校でのコロナの感染対策というご質問かと思いま

すけれども、まず１点といたしましては、国のほうからもガイドライン等が出てございますけれど

も、教育委員会といたしましてはそれに準じたような形で、まずは感染症に関するマニュアルとい

うものもつくり、また順次改定してございます。まずは、その中身なのですけれども、まずマスク

の着用や手洗い、これはもう徹底していただくと。そして、次には学校内におきましても消毒や換

気、そこにも注意を払い、徹底していただく。また、３つの密というものもございますけれども、

そこら辺についても重々気をつけていただくということでございます。もし、これもしではなく、

風邪とかの症状がどうしても出る場合がございますけれども、そういった場合にも学校のほうはお

休みいただくというふうなこととしております。事前にストップかけるという意味もございます。

その後もし家族等でもそういった風邪症状とかがある場合、特に熱とかがある場合は、お子さんに

も学校には出ないでいただきたいというふうにしてございます。もし出た場合でございますけれど

も、まずは生徒、教職員に出た場合は、まず連絡受けた場合、このマニュアルにも書いてございま

すけれども、即時に帰っていただくということにしております。その際、スクールバス等も使用は

ちょっと無理というふうな判断で、保護者の皆様へお迎えに来ていただくということとしておりま

す。学校のほうについては、その後いわゆる保健所と連携を取りながら休業とか、そういった措置

が必要な場合は順次そのような休業措置などを取っていくということでございます。目安となりま

すのが、もし出たら３日ほどはまずは学校を止めて、保健所さんが濃厚接触者等々を特定するまで

という形で、そのような措置を取っていくというふうにマニュアルでは私ども作成してございます。
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その後もしさらに感染とか濃厚接触者の状態がもっと大きかった場合は、さらにその期間を延ばす

というふうな形になろうかというふうなマニュアル作成して、万全の体制で臨んでおります。 

  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 伊藤議員。 

〇16番（伊藤良二君） 着々と体制は整っているようで、よろしくお願いいたします。 

  これは新聞、東奥日報に載っていた新聞の記事なのですけれども、秋田市は学校での新型コロナ

の感染症拡大を防止するため、保育園や市立小中高などに１万個の抗原検査キットを配布すると、

９月の17日までかかって全部に配布して保健室に保管させて、即保健所とともに全校検査も一斉に

できるような体制だという記事があったのですけれども、さすが秋田は全国でも３本の指に入る今

現在コロナの患者が出ていない県です。今日もちょっと見たら１桁です。大したものだなと思って

いますけれども、何でも備えあれば憂いなしですので、どんどん厳しくコロナに対しては対応して

いただきたいと思います。 

  最後に、つがる市の財政状況でございますが、数字が細かくじりじりと悪いほうに上がってきて

いるような感じがします。財政の専門家の市長に私が言うのは、本当に何かお釈迦様に説法を説い

ているようなもので、自分でもおかしいとは思っているのですけれども、よく言われる、私先輩の

財政課長さんたちにはよく言われました。ついつい足りない貧乏が一番怖いのだよと、少しずつ少

しずつ上がってきて、気がついたら危険な水域に上がっていたという、そういう点で私はつがる市

の財政は少し硬直化ぎみになってきているなという感じを受けていますので、その辺に関して市長、

最後のご見解をいただいて、これで私質問終わりたいと思います。 

〇議長（野呂 司君） 倉光市長。 

〇市長（倉光弘昭君） 伊藤議員が今つがる市の財政状況はちょっと厳しくなりつつあるのではない

のということでございますけれども、健全化判断比率の範囲で見ると厳しい状況にはなっていない

ということがはっきりしていますけれども、ただ議員がご指摘の年々あるいは５年平均とかで１％

ずつ上がっていく、あるいは0.5％ずつ上がっていって、なおかつそれが積み重なって最後には「あ

れっ」ということにならないようにというようなご指導ですけれども、当然財政規律にのっとって

財政運用するというような答弁がよく出ますけれども、この財政規律は何ぞやということなのです

けれども、これはなかなか定義が難しくて、これははっきり言える人はなかなかいないと思うので

すけれども、様々な論文でもありますけれども、先ほど私が申し上げましたやるべきことはやると。

それは、多少額がかさんでも、今やるべきことをやらずに後悔はしないということで、その代わり、

先ほども申し上げましたとおり、取捨選択はすると。これは我慢すべきものは我慢するというふう

にしてめり張りをつけていきたいと思っていますので、この指標については今大型事業の建設が終

われば償還に入っていきますけれども、だんだん下がっていくので、経常収支比率も今よりも後年

というか、あと四、五年すれば下がっていくというような財政の運営計画もありますので、ここは
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しっかり、議員にお叱りを受けないような自治体の経営と財政運営を目指したいと思っていますの

で、今後ともご指導いただければと思っております。 

  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 以上で伊藤良二議員の質問を終わります。 

                                            

          ◇  齊  藤     渡  君 

〇議長（野呂 司君） 第６席、２番、齊藤渡議員の質問を許可します。 

  齊藤渡議員。 

            〔２番 齊藤 渡君登壇〕 

〇２番（齊藤 渡君） 第６席、２番、絆心会の齊藤渡です。時間も限られておりますので、タイム

キーパーのようにやってまいりたいと思います。 

  今回私のほうからは、農業対策についてと行政サービスの利便性向上について、この２点につい

て質問をさせてもらいます。 

  それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。事前に議長の許可を頂戴しておりまし

て、質問中に新聞の抜粋あるいは書籍の抜粋のほうをさせていただきますので、あらかじめご了承

いただければと思います。 

  早速内容に入ります。まず、農業対策についてですけれども、収入減少影響緩和交付金、以下ナ

ラシ対策と略しますけれども、これについてお伺いをいたします。「みちのおく津軽のさとの黄金

なす稲田はそよぎ」、間もなくこれ稲刈りが始まります。今年は天候に恵まれまして、非常に品質

等も良いものが取れそうな感じがしております。この問題は、同様に６月の議会でも質問させてい

ただいたのですけれども、ちょっと私うっかりしておりまして、聞きそびれた点がございましたの

で、今回改めて質問をさせていただきます。 

  まず、（１）、ナラシ対策への新規加入状況はですが、これはコロナ対策の経済対策として市独

自の助成事業としての認識でおりますけれども、本年度における新規の加入者が何人おられたのか

お知らせください。 

  次に、米価の下落が予想されております。ナラシ対策によって価格補填がなされる基準となる米

価というのは多分あると思うのですけれども、これが大体幾らぐらいなのかに関しまして、ちょっ

と次の情報に基づいて質問をするものなのですけれども、ちょっと中央紙の９月３日の記事を抜粋

します。このほど決まったＪＡ全農にいがたが県内の各地農協に支払う概算金は、産地を限定しな

い一般コシヒカリが60キロ、１俵当たり１万2,200円、前年に比べ1,800円、12.9％の安い。中略し

ますけれども、同様に業務用米のことについて、中食や外食など業務用にも使うコシイブキという

品種も下げが目立つ。概算金は前年度比1,900円、16.2％安い9,800円と６年ぶりに１万円を割った

と、このような記事がございます。本件における主要品種のまっしぐらは、市場では業務用米とし
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ての位置づけがございます。昨年度の概算金が１万1,500円であったことから、先ほどのコシイブキ

の例からすると、１万5,000円掛ける0.838となりまして、金額的に9,637円、１万円を割るような概

算金が出てきます。これは、断っておくのですけれども、これはあくまでもＪＡにいがたの概算金

の例を単純に昨年度のまっしぐらの価格から計算したものであって、決してこれが本年度の本県の

概算金になるものではございません。そこで、青森県の主要品種においてナラシ対策が発動するで

あろう米価、この目安は幾らになるのか。目安となる金額が分かっていたならお知らせ願います。 

  次に、２つ目の行政サービスの利便性向上についてお伺いをいたします。 

  森田郵便局に各種証明書の交付を委託しております。同様に住民票などの各種証明書の交付をコ

ンビニエンスストア、以下コンビニと申し上げますけれども、コンビニで行うことは本市として検

討していないのかに関してですが、この手の内容の質問はたしか以前も１回この議会で一般質問で

あったように記憶しているのですけれども、今年の９月１日からデジタル庁が発足しております。

また、県内の各自治体においても実際に取り組んでいる例もございますので、その辺を踏まえまし

て、本市における取組に関して改めてお伺いをするものでございます。 

  以上２点について、これで１回目の質問を終わります。 

〇議長（野呂 司君） 答弁を求めます。 

  経済部長。 

〇経済部長（清野幸喜君） 収入減少影響緩和交付金、いわゆるナラシ対策への新規加入状況につい

てお答えをいたします。 

  ７月末現在の令和３年加入者は845人となっております。そのうち新規加入者は65人となっており

ます。加入者は昨年度より減少しておりますが、収入保険へ移行した農業者がいるためで、収入保

険とナラシ対策には重複して加入はできませんので、ナラシ対策の加入者は全体では減少しており

ます。 

  続きまして、米価の下落が予想されている。ナラシ対策によって価格補償がされる基準となる米

価は幾らかということについてお答えをいたします。 

  まず、ナラシ対策の交付についてですが、農林水産省により告示された津軽地区の米穀の令和４

年度単位面積当たりの標準収入は10アール当たり13万8,448円となっております。これを農業者の令

和３年産の収入額が下回った場合に、その差額の９割を補填することになっております。農業者の

収入を算定するに当たっては、令和３年産米の令和４年３月31日までのまっしぐらとつがるロマン

の価格を毎月ごとの相対取引数量で加重平均した価格に、津軽地域の反収を乗じた金額となってお

ります。各農協や青森県米穀集荷協同組合で提示している概算金は、令和３年産の出荷始めの段階

となっております。これにより、米価の概算価格が下落したとしても、現段階では来年度にナラシ

対策が発動になるとはお答えすることができません。 

  なお、交付金の支払いには要件がございます。１点目として、交付金額の上限がございまして、
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積立金が20％コースの場合10アール当たり１万8,690円となっております。２点目として、稲作水稲

共済金が交付された場合、共済金相当額の75％が控除されます。３点目として、令和４年３月31日

まで販売委託し、出荷したものが対象となります。４点目として、麦、大豆も加入している場合、

各作物をそれぞれ計算し、合計しての交付算定となります。最後に、５点目として、交付金の支払

いを受ける時点でも認定農業者であることなど要件がありますので、期限が切れる場合更新の手続

が必要となります。 

  以上でございます。 

〇議長（野呂 司君） 民生部長。 

〇民生部長（成田毅彦君） 齊藤議員ご質問の行政サービスの利便性向上について、森田郵便局に各

種証明書の交付を委託している。同様にコンビニエンスストアで行うことは検討していないのかに

ついてお答えいたします。 

  本市においては、森田支所廃止に伴い、住民の利便性を図るため、平成23年度より証明書等の発

行業務を実施しております。コンビニでの各種証明書の交付に関しては、令和３年８月現在、県内

において八戸市、青森市、深浦町、鶴田町で稼働しており、六戸町においては本年10月１日から稼

働予定となっている状況で、全国的に見ますと徐々に広がっている状況であります。 

  そうした中で、各自治体がコンビニでの証明交付を導入した背景を見ますと、土日、祝日での発

行拠点が欲しい、もしくは平日の発行時間を延長してほしいなどの市民の声に応える一方、複数の

発行拠点を持っている自治体においては経費節減とサービス向上の両面から、既存の発行拠点に代

えてコンビニ交付を導入しているという状況でございます。 

  こうした中で、本市においては現在本庁及び各出張所４か所において市民と直接対話をしながら、

コンビニではできないきめ細かな対応で証明書等の交付を行っており、つがる出張所においては年

末年始以外は土日、祝日でも19時まで交付できる体制が整っており、県内他市と比較しても土日、

祝日については本市と弘前市だけとなっております。 

  また、コンビニ交付を実施する場合、システムの構築等に伴う初期投資が6,000万円ほど、その他

年間1,000万円以上ランニングコストが想定されます。本年度からコンビニ交付を実施している近隣

の市町村に問合せしたところ、本年７月末現在でのコンビニでの交付件数は60件余り、月平均12件

ほどで、初期投資やランニングコストから計算すると、１通当たり数万円の経費がかかると伺って

おります。 

  いずれにいたしましても、コンビニによる交付サービスにはマイナンバーカードの普及が前提で、

本市の交付率は令和３年７月末時点で32.3％となっておりますが、今後のカードの普及、発行拠点

の在り方や窓口の効率化、県内の市町村の動向を見ながら総合的に検討してまいりたいと思います。 

〇議長（野呂 司君） 齊藤議員。 

〇２番（齊藤 渡君） まず、時間の限りがあるので、早速再質問のほうに入ってまいります。 
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  まずは、ナラシ対策の件について（２）、こちらのほうについてですけれども、最終的な……ご

めんなさい。間違いました。戻ります。（１）のナラシ対策の新規加入者が先ほど何名かいたとい

うふうな説明あったのですけれども、これは当初の予算の範囲内で収まったものなのでしょうかど

うか、お知らせ願います。 

〇議長（野呂 司君） 経済部長。 

〇経済部長（清野幸喜君） 予算の範囲内で収まったのかというご質問についてお答えいたします。 

  ナラシ対策の積立金への補助金は、予算の範囲内となっております。予算の2,650万円に対して、

現在の見込額は1,751万円となっております。今回の助成となる主食用米の一部業者において、出荷

時に備蓄米への変更となる農家の方がいるため、見込額となっております。減額となっていたのは、

予算では10アール以上の主食用米を計画している方が積立金が20％コースに加入した場合で計上し

ていましたが、加入しなかった農家の方もおられましたので、減額となっております。 

  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 齊藤議員。 

〇２番（齊藤 渡君） 予算の範囲内で収まったということであれば、それは何よりだったと思いま

す。 

  次に、（２）の米価の下落、ナラシ対策の発動になる基準云々に関してなのですけれども、先ほ

どの説明もありましたが、最終的には来年３月でないと最終的な米価あるいはその計算が始まらな

いというようなニュアンスでございました。そこで、それに基づいて最終的な米価の算定が決定し

て農家の方々に実際に補填が行われる時期、これは大体いつぐらいになるのかお知らせ願います。 

〇議長（野呂 司君） 経済部長。 

〇経済部長（清野幸喜君） 最終的な米価が決定し、価格補填が行われるのはいつ頃になるのかとい

うご質問でございました。お答えをいたします。 

  令和２年産米について、ナラシ対策の補填が今年度交付されております。これを参考にした場合、

５月25日頃に津軽地域の当年産の標準的収入額が告示され、ナラシ対策が発動になるかが分かりま

す。その後６月25日頃に農家へ補填金が交付されることになると思っております。 

  以上でございます。 

〇議長（野呂 司君） 齊藤議員。 

〇２番（齊藤 渡君） 農家の皆さんの手元に最終的な精算がなされるのは６月の下旬ということの

ようでございます。値段については、いろいろ関係者の方々あるいは皆さん立場があるので、ここ

で明言するのは避けるのですけれども、先ほど基準になる金額が出ておりました。20％コースで、

上限があると。これを平均的な収量、大体10.5俵ぐらいで割っていきますと、１俵当たり1,780円下

がると明らかにこれはナラシ対策の対象になるのではないかというふうに感じております。 

  最後になりますけれども、この問題についてあと答弁は求めませんが、まとめます。まだコロナ
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の終えんが見えておりません。このような状況が来年以降もまた続くようであれば、米価の底は今

年ではなくて来年以降になることも考えられます。 

  そこで、１つ意見をお示しして、この農業対策の問題については終わりたいのですけれども、鈴

木宣弘というある農業経済学者の方が書いた「農業消滅」という本があるのですが、そこにこうい

う記述がございます。需要減がコロナ禍で増幅されている今、生産調整機能が緩められて、作付の

抑制が利かなくなったため、その影響が一気に顕在化している。米の在庫が膨れ上がり米価を直撃

しているのだ。主食用の大幅な減産要請の中で、通常の主食用米よりは安いが、加工米や飼料用米

よりは高く販売できるという点で、少しでも価格的に有利な備蓄用米の枠を確保するため農協組織

も安値であっても入札せざるを得ない苦渋の選択を迫られている。こうした状況下で、2022年の米

農家に支払われる農協の概算金は１俵60キログラムが１万円を切る可能性が指摘されている。１万

円を下回りかねない低米価が目前に来ているのに、政策は手詰まり感を呈し、事態は放置されてい

るのである。どんなに頑張っても米の生産コストは１俵１万円以上かかる。このままでは専業的な

大規模稲作経営も潰れてしまうだろうというふうにございます。願わくはこのようにならないよう

に来年以降の米価も注視しながら推移を見守ってまいりたいと、このように思います。 

  続きまして、２点目の行政サービスの利便性向上について少し再質問を何点かさせていただきま

す。 

  例えばの話で大変恐縮なのですけれども、県外において、例えばお子さんが県外にいらっしゃっ

て、自動車学校に行くから住民票が欲しいと、こういうケースはよくあるケースだと思います。要

は県外において住民票が必要になった場合は、どのように取得するのか。また、その際に、申請に

際してマイナンバーカードは、これは必要なのかどうか。さらには、つがる出張所と森田の郵便局

においては一部申請できない証明書が存在しているのですけれども、その理由について、これら３

つ合わせてご答弁いただければと思います。 

〇議長（野呂 司君） 民生部長。 

〇民生部長（成田毅彦君） お答えいたします。 

  住民票に関しましては、広域交付住民票があり、顔写真つきの身分証明書で住民基本台帳ネット

ワークシステムを利用して住所地以外の市区町村において住民票を取得することができます。さら

に、戸籍に関しても令和６年度より本籍地以外の市町村でも交付できるようになります。つがる出

張所と森田郵便局に関しましては、住民基本台帳ネットワークシステムが接続されていないため取

得することができません。 

  以上です。 

〇議長（野呂 司君） 齊藤議員。 

〇２番（齊藤 渡君） 今成田民生部長のほうから丁寧な説明があったのですけれども、デジタル化

イコールマイナンバーカードという議論が大変なされております。先ほどマイナンバーカードの当
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市の普及率がさほど高くなくて32.3％ですか、もうちょっと高めていく必要がこれからありそうな

感じがするのですけれども、最後の質問になります。本市においてマイナンバーカード普及活動に

ついて現在取り組まれている取組などありましたら、お知らせ願います。 

〇議長（野呂 司君） 民生部長。 

〇民生部長（成田毅彦君） お答えいたします。 

  マイナンバー制度は市民の利便性を高め、行政を効率化し、公平、公正な社会を実現する重要な

社会インフラであり、これらの機能を十分発揮させるため、マイナンバーの普及は不可欠であると

考えております。そのため、マイナンバー制度の所管である民生部としては、市民課において広報

での周知、令和元年度に税務申告会場においてマイナンバーの申請、今年度は市民課窓口において

は７月から休日にマイナンバーカードに関する全ての受付業務を実施しております。また、国民健

康保険課においては、医療費のお知らせの際にマイナンバーカードの取得及び被保険者証の利用に

ついてのリーフレットを同封しての周知や被保険者証として利用するためのマイナポータルでの初

回登録作業の支援を実施し、カードの利点とともに安全性についても正確な情報を周知することで

取得促進につなげているところでございます。 

〇議長（野呂 司君） 齊藤議員。 

〇２番（齊藤 渡君） 大変ご苦労なさっておりまして、７月から休日にマイナンバーカードに関す

る全ての受付業務を実施しておられるということで、大変ご苦労されているのだということが分か

りました。これ断っておくのですが、これ最後まとめになるのですけれども、全てのことがデジタ

ル化されるということに決して肯定的ではございません。当然年齢層もございます。紙ベースで手

続をされたほうが便利な方もいらっしゃいますし、一方で若い世代であれば携帯の端末からやるの

が得意だという方もいらっしゃいます。大事なのは、その人一人一人で一番やりやすい方法が選択

できるという、その選択肢の広さを提示することなのだと思っております。そういう意味で、当市

は非常に幅広い窓口を設けて選択肢を市民の皆様にお示しできているのではないかというふうに感

じました。 

  これで私の一般質問は終わります。以上です。 

〇議長（野呂 司君） 以上で齊藤渡議員の質問を終わります。 

  これで今定例会に通告された一般質問は全て終了しました。 

  これにて一般質問を終結します。 

                                            

      ◎総括質疑 

〇議長（野呂 司君） 日程第２、報告第７号から第９号まで及び議案第60号から第73号まで並びに

諮問第３号の計18件を一括議題とします。 

  今定例会の提出議案に対する総括質疑の通告はありませんでした。 
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      ◎予算・決算特別委員会の設置 

〇議長（野呂 司君） 日程第３、予算・決算特別委員会の設置についてを議題とします。 

  お諮りします。ただいまの議案のうち、議案第60号から第69号までの予算関係10件については、

全議員で構成する予算・決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査したいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、そのように決定しました。 

  なお、ただいま設置した予算・決算特別委員会を本日の会議終了後、この議場に招集します。 

                                            

      ◎議案等委員会付託 

〇議長（野呂 司君） 日程第４、ただいま予算・決算特別委員会へ付託した以外の議案については、

お手元に配付のとおり各常任委員会へ付託します。 

                                            

      ◎請願・陳情の件 

〇議長（野呂 司君） 日程第５、請願・陳情の件については、請願第１号、第２号、陳情第３号を

上程し、お手元に配付のとおり所管の常任委員会へ付託します。 

                                            

      ◎散会の宣告 

〇議長（野呂 司君） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

  明日から16日までは、委員会開催等のため本会議は休会とします。来る９月17日金曜日は午前10時

に会議を開きます。 

  本日はこれにて散会します。 

                                   （午前１１時４７分） 



第 ４ 号
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      ◎開議宣告 

〇議長（野呂 司君） おはようございます。急を要する案件がありますので、皆さんにご参集いた

だきました。ただいまの出席議員数は18名です。定足数に達していますので、これより会議を開き

ます。 

（午前１０時００分） 

                                            

      ◎発議第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（野呂 司君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

  日程第１、発議第２号 つがる市米価下落対策特別委員会設置に関する件を議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  木村良博議員。 

            〔８番 木村良博君登壇〕 

〇８番（木村良博君） おはようございます。つがる市米価下落対策特別委員会設置についてご説明

いたします。 

  発議第２号 つがる市米価下落対策特別委員会設置に関する件につきましては、９月８日に全農

青森県本部から示された生産者概算金の目安を基に、市内２つの農業協同組合においても１俵当た

り、つがるロマン、まっしぐら、共に前年比3,400円安に決定したところであります。これでは稲作

農家にとっては生産努力の限界を超えた大幅な減収となり、本市の基幹産業である農業の存続を危

うくするものであります。 

  よって、収入の減少が見込まれる稲作農家の不安などに対応するため、つがる市米価下落対策特

別委員会の設置を提案するものであります。 

  以上、慎重にご審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

〇議長（野呂 司君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、討論を終結します。 

  これより採決します。 

  本案は原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 
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〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、発議第２号は原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、本委員会の委員について、委員会条例第８条第１項の規定により、全議員で構成したいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、ただいま選任された委員は、正副委員長互選のため、つ

がる市米価下落対策特別委員会をこの議場に直ちに招集しますので、次の休憩中に委員会を開催し

て互選の結果を報告願います。 

  ここで休憩します。 

            休憩 午前１０時０４分 

                                            

            再開 午前１０時１１分 

〇議長（野呂 司君） 会議を再開します。 

  正副委員長互選の結果を報告します。 

  つがる市米価下落対策特別委員会委員長に木村良博議員、副委員長に髙橋作藏議員、以上のとお

り互選されました。 

                                            

      ◎日程の追加 

〇議長（野呂 司君） ここで、ただいまお手元に配付したとおり、委員会所管事務の閉会中の継続

調査１件が提出されました。 

  これを日程に追加して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、直ちに審査します。 

                                            

      ◎委員会所管事務の閉会中の継続調査の件 

〇議長（野呂 司君） 追加日程第１、委員会所管事務の閉会中の継続調査の件を議題とします。 

  つがる市米価下落対策特別委員長から所管の事務について、お手元に配付のとおり閉会中の継続

調査の申出がありました。 

  本件は、委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査を許可することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、つがる市米価下落対策特別委員会については、閉会中の

継続調査を許可することに決定しました。 

                                            

      ◎散会の宣告 
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〇議長（野呂 司君） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

                                   （午前１０時１３分） 
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      ◎開議宣告 

〇議長（野呂 司君） おはようございます。ただいまの出席議員数は18名です。定足数に達してい

ますので、これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                            

      ◎予算・決算特別委員長審査報告、質疑、討論、採決 

〇議長（野呂 司君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  日程第１、議案第60号から第69号までの10件を一括して議題とします。 

  予算・決算特別委員長の審査報告を求めます。 

  伊藤良二予算・決算特別委員長。 

            〔予算・決算特別委員長 伊藤良二君登壇〕 

〇予算・決算特別委員長（伊藤良二君） それでは、予算・決算特別委員会に審査の付託を受けた議

案の審査の経過及び結果についてご報告いたします。 

  去る９月７日の本会議において委員会が設置され、令和３年度各会計予算案５件、令和２年度各

会計の決算の認定を求めるの件５件、計10件の議案について審査の付託を受けました。 

  本委員会は、９月８日及び９日の２日間、補正予算の内容、決算の状況等の審査を行いました。

審査経過の詳細につきましては、議員全員で構成された委員会でありますので、省略させていただ

きます。 

  主な経過として、まず令和３年度各会計補正予算は、当初見込めなかった経費、緊急を要するも

のについて所要の補正を行ったとの説明があり、第２款総務費、財産管理の補正を行ったとの説明

があり、２款総務費、財産管理費のＰＣＢ廃棄物処理委託料とＰＣＢ濃度分析業務委託料は、「内

容を詳しく」との質疑に、「令和２年度で高濃度ＰＣＢ安定器は処分済みであるが、低濃度のＰＣ

Ｂが含有または疑いのある機器の処分や濃度分析をするための補正であり、廃棄物処理委託料は令

和元年度に調査した低濃度トランス10台、コンデンサー55台、合わせて65台の処理業務を委託する

ものであり、濃度分析業務は低濃度の疑いのあるコンデンサー45台の濃度分析を適切に行うため」

との答弁。同じく２款総務費、企画総務費の再生可能エネルギー導入目標策定業務委託料は、「委

託先や内容について」との質疑に、「内容は鰺ケ沢町、深浦町と共同で再生可能エネルギーをどの

くらい導入し、有効活用するかについて検討するもので、目標について２年間で策定する。委託先

については、今後入札等を経て決定する」との答弁。同じく２款総務費、移住者マイホーム応援事

業補助金は、「応募されている人数や業務内容を詳しく」との質疑に、「現在の申込み件数は８件、

この８件分で当初計上した予算がほぼ使われてしまうことから、今後の見込みとして６件分の490万

を計上したもので、業務内容は本市に転入し、マイホームの新築または中古を取得する移住世帯に
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対し、所得費の一部を最大100万まで補助している」との答弁。 

  第４款衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種事業費の関連質問では、「６月補正で感染症対

策として市内の事業者向けに補助した感染症対策環境整備支援事業補助金はその後どうなっている

のか、また経済対策分として市民応援商品の配布時期は」との質疑に、「感染症対策分として事業

対象として市内の約100事業所のうち97事業所から申請があり、予算額1,000万から3,838万2,000円

を超えることから、今定例会での追加補正で対応する。また、経済対策分として市民応援商品券の

配布時期は11月上旬の予定」との答弁。 

  第６款農林水産業費、農業振興費の経営継承、発展支援事業の補助金は、「この内容は」との質

疑に、「内容は後継者への農業経営を継承し、さらにその経営を発展させる取組を支援することで

将来の地域の担い手を確保する目的で、農林水産省が令和３年度に新規に立ち上げた補助事業であ

る」との答弁。 

  第10款教育費、森田歴史民俗資料館の空調設備取付工事は、「この内容は」との質疑に、「森田

歴史民俗資料館には冷房及び暖房がない状況であり、世界文化遺産登録によって亀ヶ岡遺跡やカル

コを訪れた方が関連して訪れることから整備する」との答弁がありました。 

  また、各特別会計並びに下水道事業会計についても詳細な説明がありました。 

  決算の認定、歳入では、一般会計、14款使用料及び手数料、本庁舎使用料、18款寄附金、ふるさ

と納税寄附金、21款諸収入、ふるさと市町村圏基金返還金の内容について質疑が交わされました。 

  歳出について、第２款総務費、東京事務所費、第６款農林水産業費、多面的機能支払事業補助金、

12款予備費など、各款項目にわたり活発に質疑されました。 

  付託された計10件について、執行部より詳細な説明を受け、質疑を行い、監査委員の意見を聞き、

関係書類を精査した結果、市政執行上、事業運営上、必要な補正予算であり、決算についても計数

的に正確であり、その内容も適正であると認め、補正予算案５件、決算の認定を求めるの件５件に

ついて本委員会で全会一致により原案どおり可決及び認定と決しました。 

  以上が審査の結果でありますが、当局におかれましては、審査の過程で委員各位から出された質

疑、意見等について十分に考慮し、事務の執行に当たられますよう申し上げ、予算・決算特別委員

会の決算報告といたします。 

〇議長（野呂 司君） 委員長報告が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、討論を終結します。 
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  これより採決します。 

  本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、議案第60号から第69号までの10件は、いずれも原案どお

り可決及び認定することに決定しました。 

                                            

      ◎総務常任委員長審査報告、質疑、討論、採決 

〇議長（野呂 司君） 日程第２、議案第70号から第72号及び請願第１号並びに陳情第３号の５件を

一括して議題とします。 

  総務常任委員長の審査報告を求めます。 

  田中透総務常任委員長。 

            〔総務常任委員長 田中 透君登壇〕 

〇総務常任委員長（田中 透君） 改めまして、おはようございます。それでは、総務常任委員会の

審査の経過と結果についてご報告いたします。 

  本委員会は、９月13日に開催し、付託された議案３件及び請願１件並びに陳情１件について、執

行部より詳細な説明を受け、慎重に審査を行いました。その過程において議論された主なものをご

報告いたします。 

  議案第70号 つがる市個人情報保護条例の一部を改正する条例では、「行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、つがる市個人情報保護条例の

一部を改正する必要が生じたため」との説明がありました。 

  議案第71号 つがる市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例を廃止する条例案で

は、「過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月31日で失効したことに伴い、過疎地域における

固定資産税の特別措置を廃止するため」との説明がありました。 

  議案第72号 つがる市産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例案では、「過

疎地域持続的発展市町村計画に記載された産業振興促進区域内において、市町村計画に振興すべき

業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業または旅館業の用に供する

特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対する固定資産税を課す

べき最初の年度以降３か年の課税を免除する」との説明がありました。 

  請願第１号 街灯設置に関する請願書では、「牛潟町集落から高山稲荷神社に通じる県道高山稲

荷神社線は、高山小公園、チェスボロー号遭難慰霊碑、高山稲荷神社など、町内会員や観光客が多

く利用しているが、長年街灯が設置されておらず、日没後は暗闇となり、交通事故や犯罪の誘発に

つながるおそれがあることから、安全確保のため街灯の設置を求めている」との内容であり、それ

に対し、「高山稲荷神社には観光客が多く訪れるが、周囲に住宅がなく、市道ではなく県道である
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ため、市民からの街灯設置の要望であると県に街灯を設置してもらうよう要望しては」との意見の

ほか、「県道であることから、県へ街灯を設置するよう要望し、最も明るい街灯を早く設置するよ

う要望してほしい」との意見がありました。 

  陳情第３号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出に

ついてでは、「新型コロナウイルス感染症の蔓延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財

政は来年度においても引き続き巨額の財源不足が避けられない厳しい状況であり、地方自治体では

コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地球温暖化対策などの喫緊の課題

に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策

費など、将来に向け増嵩する財政需要に見合う財源が求められ、地方財政は厳しい状況に陥ること

が予想されることから、採択すべき」との意見で一致しました。 

  以上のとおり慎重に審査した結果、付託された議案３件及び陳情１件について、本委員会では全

会一致で原案どおり可決及び採択と決しました。 

  なお、陳情第３号について、この後採択された場合には、委員会から意見書案を本会議に提出す

ることで決定しました。 

  また、請願１件については、現地調査や総合的に判断して、他地区と比べると緊急性が低いこと

から、不採択とすべきとの意見で一致しました。 

  ただし、カーブや交差点など、事故の発生が懸念されるところには、県道を管理する県に対して、

市当局から街灯の設置を強く要望するようにとの意見が付け加えられ、請願第１号については「不

採択」とすべきものと決しました。 

  これをもって総務常任委員会の報告を終わります。 

〇議長（野呂 司君） 委員長報告が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、討論を終結します。 

  これより採決します。 

  本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、議案第70号から第72号は原案どおり可決、請願第１号は

不採択、陳情第３号は採択とすることに決定しました。 

                                            



- 76 - 

      ◎経済建設常任委員長審査報告、質疑、討論、採決 

〇議長（野呂 司君） 日程第３、議案第73号を議題とします。 

  経済建設常任委員長の審査報告を求めます。 

  成田博経済建設常任委員長。 

            〔経済建設常任委員長 成田 博君登壇〕 

〇経済建設常任委員長（成田 博君） おはようございます。それでは、経済建設常任委員会の審査

の経過と結果についてご報告をいたします。 

  本委員会は、９月13日に開催し、本会議より付託された議案１件について、執行部より詳細な説

明を受け、審査を行いました。審査の過程で議論された主なものをご報告いたします。 

  議案第73号 つがる市営屏風山牧野条例の一部を改正する条例案では、「冬期間に肉用牛を預託

することを目的とした家畜保護施設等が完成したことにより、必要事項を定める必要があるため」

との説明があり、「面積が145ヘクタールとあるが、放牧できる最大の面積と頭数は幾らか」との質

疑に、「面積は放牧地として83.9ヘクタールとなり、頭数は大体１日100頭前後で推移している」と

の答弁。「家畜保護施設の使用料650円とあるが、餌代も含まれているのか」との質疑に、「餌代も

含まれている」との答弁がありました。 

  以上のように慎重に審査した結果、本委員会では全会一致により議案１件について原案どおり可

決と決しました。 

  これをもって経済建設常任委員会の報告を終わります。 

〇議長（野呂 司君） 委員長報告が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、討論を終結します。 

  これより採決します。 

  本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、議案第73号は原案どおり可決することに決定しました。 

                                            

      ◎教育民生常任委員長審査報告、質疑、討論、採決 

〇議長（野呂 司君） 日程第４、請願第２号を議題とします。 

  教育民生常任委員長の審査報告を求めます。 
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  成田克子教育民生常任委員長。 

            〔教育民生常任委員長 成田克子君登壇〕 

〇教育民生常任委員長（成田克子君） 皆様、改めまして、おはようございます。それでは、教育民

生常任委員会の審査の経過と結果についてご報告いたします。 

  本委員会は、９月13日に開催し、本会議より付託された請願第２号 牛潟福祉館建築に関する請

願について、現地を視察・調査の上、慎重に審査を行いました。審査の過程において議論された主

なものをご報告いたします。 

  牛潟地区にあります車力高齢者コミュニティセンターが築40年ほどを経過し、老朽化によりトイ

レの故障や照明が暗過ぎる、部屋の至るところにカビが発生するなど、利用に支障を来しているた

め、町内会員の健康増進を図り、老人の生きがいを見いだす活動の施設として福祉館建築を求めて

いるとの説明があり、９月７日に実施した現地調査を踏まえて審査しました。 

  「近年の利用状況と、どのような団体が利用しているのか」との質疑に、「利用件数について、

平成30年度は年間90件、令和元年度は年間91件、令和２年度は年間48件、令和３年４月から８月末

までは９件の利用があった。利用団体は、老人クラブ、各学校のＰＴＡ、子供会等が利用している」

との答弁がありました。 

  以上のとおり慎重に審査した結果、請願第２号について、本委員会では利用状況など総合的に判

断して、緊急性が低いことから、不採択とすべきとの意見で一致しました。 

  ただし、地域の集会施設が使用できなくなると住民に対する保健・福祉のサービス低下となるこ

とから、修繕するなど継続して使用できるよう、市当局に対応をお願いしたいと意見を付すること

としました。 

  よって、請願第２号については「不採択」とすべきものと決しました。 

  これをもって教育民生常任委員会の報告を終わります。 

〇議長（野呂 司君） 委員長報告が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、討論を終結します。 

  これより採決します。 

  本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、請願第２号は不採択とすることに決定しました。 
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      ◎諮問第３号の説明、質疑、討論、採決 

〇議長（野呂 司君） 日程第５、諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるの件を議題

とします。 

  本案は委員会付託を省略し、本会議で審議したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、委員会付託を省略し、審議をいたします。 

  それでは、説明を求めます。 

  市民課長。 

〇市民課長（川村博文君） 改めまして、おはようございます。それでは、諮問第３号 人権擁護委

員の推薦につき意見を求めるの件についてご説明申し上げます。 

  人権擁護委員の候補者として、下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定

に基づき、議会の意見を求めるものでございます。令和３年９月２日提出。 

  今回推薦するお方は、お一人で、新任でございます。お名前は近藤節子さん、女性でございます。

生年月日、住所並びに略歴につきましては、記載のとおりでございます。 

  提案理由であります。人権擁護委員に欠員が生じたことから、後任委員の推薦について意見を求

めるため諮問するものでございます。 

  なお、法務大臣からの委嘱日は令和４年１月１日となる予定で、任期は３年となります。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（野呂 司君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、討論を終結します。 

  これより採決します。 

  本案は適任と答申することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、諮問第３号は適任と答申することに決定しました。 

                                            

      ◎日程の追加 

〇議長（野呂 司君） ここで、お手元に配付したとおり、議案第74号から第76号までの３件が提出
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されました。これを日程に追加し、委員会付託を省略して本会議で審議したいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、日程を追加し、委員会付託を省略して、直ちに審議しま

す。 

                                            

      ◎議案第７４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（野呂 司君） 追加日程第１、議案第74号 令和３年度つがる市一般会計補正予算（第５号）

案を議題とします。 

  説明を求めます。 

  財政課長。 

〇財政課長（鳴海義仁君） 改めまして、おはようございます。それでは、私のほうから追加提案と

なります議案第74号 令和３年度つがる市一般会計補正予算（第５号）案についてご説明いたしま

す。 

  今回の補正予算は、第１条において、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,681万

7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ243億2,957万1,000円とするものでござ

います。 

  補正内容につきましては、全て新型コロナウイルス関連経費の補正予算となっております。 

  それでは、歳出からご説明いたします。６ページをお開きください。４款１項３目予防費におい

ては、新型コロナウイルスワクチン接種に係る手数料を77万5,000円追加してございます。 

  ７款１項１目商工業総務費においては、感染症対策環境整備支援事業補助金として38万2,000円を

追加計上してございます。これにつきましては、５月11日付専決処分により補助金を1,000万円計上

いたしましたが、予算に不足が生じたため追加するものでございます。また、１行下の事業継続支

援金といたしまして3,540万円を新たに計上してございます。 

  10款３項２目教育振興費においては、修学旅行キャンセル料等補助金といたしまして19万円を計

上してございます。 

  次に、歳入についてご説明いたします。前のページ、５ページにお戻りください。15款２項国庫

補助金においては、新型コロナウイルス関連の補助金として合わせて3,313万円を計上してございま

す。 

  財源調整につきましては、19款２項１目の財政調整基金からの繰入金により調整してございます。 

  説明は以上であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（野呂 司君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 
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  成田議員。 

〇７番（成田 博君） ６ページの７款１項、下のほうの事業継続支援金3,540万、この内容、方法な

ど分かりましたらお知らせください。 

〇議長（野呂 司君） 経済部長。 

〇経済部長（清野幸喜君） それでは、支援の内容についてご説明をしたいと思います。 

  市内に事業を有する飲食店、タクシー業、貸切りバス業、自動車運転代行業、イベント企画業を

やっている者に対して、個人事業者30万、法人事業者に40万円を支給するものでございます。 

  対象となる事業者数については、個人70事業所、法人36事業所の合計106事業所に支援金を3,540万

を見込んでございます。 

  申請期間としましては、９月21日から10月29日までとして、周知方法としては、これ今回で３回

目になるのですけれども、前回支援金を給付した事業者へは申請書を直接送付いたします。その他

の周知は、市のホームページとか広報紙に掲載しながらスピーディーに行っていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（野呂 司君） よろしいですか、ほかにありませんか。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、討論を終結します。 

  これより採決します。 

  本案は原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、議案第74号は原案どおり可決することに決定しました。 

                                            

      ◎議案第７５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（野呂 司君） 追加日程第２、議案第75号 工事の請負契約の一部変更の件（入間橋トラス

上部補修工事）を議題とします。 

  説明を求めます。 

  土木課長。 

〇土木課長（小笠原康人君） 改めまして、おはようございます。それでは、議案第75号 工事の請

負契約の一部変更の件（入間橋トラス上部補修工事）についてご説明申し上げます。 

  下記のとおり工事の請負契約の一部を変更する契約を締結するものとする。令和３年９月17日、

つがる市長。 
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  工事の表示。名称でございます。入間橋トラス上部補修工事。場所が、つがる市富萢町三室地内。

これは、山田川の最下流で富萢浄化センターのあるオレンジ色の橋でございます。 

  ２、契約の相手方。つがる市富萢町清水17の43、株式会社松橋建材、代表取締役、松橋清治。 

  ３、請負代金。いずれも消費税込みで、変更前が１億3,574万円、変更後が１億5,559万5,000円、

1,985万5,000円の増額でございます。 

  提案理由でございます。入間橋トラス上部補修工事について請負契約の一部を変更する契約を締

結するため提案するものでございます。 

  １ページ目をお開き願います。参考でございます。当初の工期、令和２年12月24日から令和３年12月

25日までを、変更後、令和４年３月25日まで延長するものでございます。 

  ２、契約の方法。条件付一般競争入札。 

  ３、工事の概要。施工橋長64.70メートル、橋梁補修工、一式、現場塗装工、一式。 

  ４、変更理由でございますが、大きく３点でございます。３点により増額及び工期の延長をする

ものでございます。 

  １番といたしまして、鋼橋足場設置工について。当初設計の足場計画では、雨などが原因で塗膜

除去工ができないことから、橋梁補修用のパイプ吊足場に変更するものでございます。 

  ２番といたしまして、塗膜除去工でございます。塗膜剥離剤の試験施工を行ったところ、当初の

設計の塗布１回では除去し切れなかったことから、塗布を２回とするものでございます。 

  ３番、部材の調達でございます。当該橋梁では特殊なボルトを使用しておりまして、部材の調達

に時間を要することから、次期施工分の部材を本工事において発注することで、来年度以降の事業

の進捗を図るものでございます。 

  次ページには、平面図、側面図等を添付してございます。 

  以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

〇議長（野呂 司君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、討論を終結します。 

  これより採決します。 

  本案は原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、議案第75号は原案どおり可決することに決定しました。 
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      ◎議案第７６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（野呂 司君） 追加日程第３、議案第76号 つがる市過疎地域持続的発展計画案を議題とし

ます。 

  説明を求めます。 

  総務部長。 

〇総務部長（長内信行君） 議案第76号 つがる市過疎地域持続的発展計画案。 

  つがる市過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり定める。令和３年９月17日提出、つがる市長。 

  提案理由でございます。過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定に

より、議会の議決を要することから提案するものです。 

  それでは、計画案の策定経緯と概要についてご説明いたします。平成12年４月に施行されました

過疎地域自立促進特別措置法がこの３月をもって失効となり、新たに過疎地域における持続可能な

地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力のさらなる向上の実現を理念とする過疎地域の

持続的発展の支援に関する特別措置法、いわゆる新過疎法が令和３年４月に施行されました。本市

は、新過疎法においても過疎地域の要件を満たすことから、今般つがる市過疎地域持続的発展計画

案を策定し、議会へお諮りするものでございます。 

  なお、本計画は令和３年度から令和７年度までの５か年を計画期間として、新過疎法の目的に合

致した過疎対策事業について計画に基づき事業を実施していくこととなります。 

  対策の項目につきましては、移住定住地域間交流の促進、人材育成をはじめとし、大きく12項目

設定しております。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（野呂 司君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ないようですので、討論を終結します。 

  これより採決します。 

  本案は原案どおり可決とすることにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、議案第76号は原案どおり可決することに決定しました。 

  ここで休憩します。そのままでお待ちください。 
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            休憩 午前１０時４３分 

                                            

            再開 午前１０時４４分 

〇議長（野呂 司君） 休憩を解いて会議を再開します。 

                                            

      ◎日程の追加 

〇議長（野呂 司君） ただいま発議第３号、第４号が提出されました。これを日程に追加し、委員

会付託を省略して本会議で審議したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、日程を追加し、委員会付託を省略して、直ちに審議しま

す。 

                                            

      ◎発議第３号の上程、採決 

〇議長（野呂 司君） 追加日程第４、発議第３号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税

財源の充実を求める意見書案を議題とします。 

  本案については、先ほどの総務常任委員長の報告のとおり提出する意見書案ですので、説明、質

疑、討論を省略して、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、これより採決します。 

  本案は原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、発議第３号は原案どおり可決することに決定しました。 

                                            

      ◎発議第４号の上程、説明、採決 

〇議長（野呂 司君） 追加日程第５、発議第４号 青森県立木造高等学校の学級数維持を求める意

見書案を議題とします。 

  提出者の成田克子議員に提案理由の説明を求めます。 

  成田克子議員。 

            〔12番 成田克子君登壇〕 

〇12番（成田克子君） 発議第４号 青森県立木造高等学校の学級数維持を求める意見書案について

ご説明いたします。 

  本年７月、県教育委員会の高校再編に係る計画案において、木造高等学校の学級数減が示されま

した。木造高等学校は、旧制第四中学校時代から文武両道を掲げてきましたが、今回の計画案は木
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造高等学校の校風に憧れ、勉強も部活動も頑張りたいと未来への夢や希望を持っている中学生にと

っては、将来の可能性を狭めてしまう深刻な問題であります。 

  木造高等学校は、大学進学志望者や就職希望者への対応などに真摯に取り組み、進学率、公務員

の就職などに成果を収めていることから、中学生に高い人気を誇っており、この進路選択に与える

影響は非常に大きいものがあります。 

  そもそも急速に少子化が進む中、西北地区に普通科２学級を新設したことは理解しがたいもので

ありますし、普通科と総合学科は授業形態や方向性にさほど相違がないことから、学級を減らすな

らば第一次調査倍率５年平均が地区で一番高い木造高等学校総合学科ではなく、新設された普通科

または希望者が少ない普通科の学級減が妥当であると考えます。 

  今回の学級数減の案は、歴史と伝統ある木造高等学校の魅力である文武両道の一翼を担う部活動

の活性化に多大な影響を及ぼすだけでなく、ひいては学校全体の活動の衰退につながるものであり

ます。 

  よって、将来を担う子供たちの教育環境のため、つがる市議会において本市唯一の高校である木

造高等学校の学級数維持を求め、青森県、青森県議会及び青森県教育委員会に対し意見書を提出く

ださるよう提案するものでありますので、議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（野呂 司君） 提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りします。本案は質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありません

か。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、質疑、討論を省略して、直ちに採決します。 

  本案は原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（野呂 司君） ご異議なしと認め、発議第４号は原案どおり可決することに決定しました。 

                                            

      ◎閉会の宣告 

〇議長（野呂 司君） 以上で今定例会に付議された案件の審議は全て終了しました。 

  これで本日の会議を閉じ、令和３年第３回つがる市議会定例会を閉会します。 

                                   （午前１０時５０分） 
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